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    午前９時２９分開会 

○委員長（末永義美君）  ただいまより、総務民生委員会を開会いたします。 

 それでは、さきの本会議におきまして、本委員会に付託されました市長提出議案

１６件につきまして、審査いたしたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願

いします。 

 早速審議に入ります。 

 最初に、議案第７１号平成３０年度美祢市水道事業剰余金の処分について、及び

議案第７２号平成３０年度美祢市水道事業会計決算の認定についてを議題といたし

ます。関連がありますので、執行部より一括しての説明を求めます。岡崎管理業務

課長。 

○管理業務課長（岡崎輝義君）  議案第７１号平成３０年度美祢市水道事業剰余金の

処分について、及び議案第７２号平成３０年度美祢市水道事業会計決算の認定につ

いて説明をいたします。 

 決算書１ページ、２ページをごらんください。平成３０年度美祢市水道事業決算

報告書です。 

 まず、収益的収入及び支出でございます。 

 収入は、上の表の第１款水道事業収益の決算額の欄をごらんください。消費税込

みで７億６，５２６万３，７８４円でございます。 

 一方、支出は下の表の第１款水道事業費の決算額の欄をごらんください。消費税

込みで７億３，２４６万６，５０７円でございます。 

 この結果、消費税込みの収入支出の差引額は、ここには明記しておりませんが、

３，２７９万７，２７７円の収入の超過であります。しかし、消費税差し引き後は、

のちの損益計算書で説明いたしますが、８５２万６０３円の純損失となりました。 

 では、決算書３ページ、４ページをごらんください。資本的収入及び支出でござ

います。 

 収入は、上の表の第１款資本的収入の決算額の欄をごらんください。４億９，

８３９万７，２８０円でございます。 

 一方、支出は下の表の第１款資本的支出の決算額の欄をごらんください。８億４，

０４６万８，９５７円でございます。 

 この結果、３ページの下にございますが、資本的収入額が資本的支出額に不足す
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る額３億４，２０７万１，６７７円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額４，０９１万１，０７３円、過年度分損益勘定留保資金１，６８９万１，

６７７円、当年度分損益勘定留保資金２億１，１３７万１，２４３円、及び建設改

良費積立金７，２８９万７，６８０円で補填いたしました。 

 続きまして、財務諸表について御説明させていただきます。決算書５ページ、

６ページをごらんください。平成３０年度美祢市水道事業損益決算書でございます。

６ページの下から４行目をごらんください。 

 当年度は８５２万６０３円の純損失となりました。 

 前年度繰越利益剰余金３，１６８万１，５３２円から当年度純損失を引き、その

他未処分利益剰余金変動額７，２８９万７，６８０円を加えた結果、一番下の行に

なりますが、当年度未処分利益剰余金は９，６０５万８，６１３円となりました。 

 次のページ、決算書７ページ、８ページをごらんください。平成３０年度美祢市

水道事業剰余金決算書です。 

 ８ページの利益剰余金の建設改良積立金の当年度変動額の欄をごらんください。 

 先ほど、資本的収支及び支出の説明におきまして、補填財源としまして、建設改

良積立金を７，２８９万７，６８４円使用いたしました。使用した後は、その隣に

なりますが、同額が未処分利益剰余金として計上されます。これが、損益計算書で

説明いたしました、その他未処分利益剰余金変動額です。 

 ここで、次の９ページをごらんください。 

 議案第７１号平成３０年度美祢市水道事業剰余金の処分についてであります。平

成３０年度美祢市水道事業剰余金処分決算書（案）です。 

 このたびの剰余金処分は、当年度末残高の未処分利益剰余金９，６０５万８，

６１３円のうち、資本的収支に対する不足額の補填財源として使用しました７，

２８９万７，６８４円を資本金に振りかえることにより処分し、残り２，３１６万

９２９円を繰越利益剰余金とすることについて、地方公営企業法第３２条第２項の

規定により市議会の議決を求めるものであります。 

 続きまして、事業の報告をいたします。決算書１３ページをごらんください。 

 このページの中ほどに記載しておりますが、平成３０年度は合併以来の懸案事項

でありました３地域の水道料金体系の統一を行いました。 

 新料金に係る給水条例改正を平成３０年８月１日に施行、実質的には平成３０年
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１０月の検針分から新料金を適用いたしております。 

 このたびの料金改定は、３地域の料金体系の統一に主眼を置いておりまして、

１０月分から３月分までを昨年度と比較しました結果、実質改定率は１０１．４％

となりました。 

次に、このページの（ロ）資本的収入及び支出をごらんください。 

 資本的支出では、於福田代地区未普及解消事業工事を行い、こちらは令和元年度

の給水開始を目指すところです。また、上野・秋吉地区水道統合整備工事、豊浦・

新豊浦ポンプ所改修工事並びに老朽管布設替事業として、国行地区、於福地区、厚

保地区、大田地区の配水管布設替等の工事を行いました。 

 次に、１５、１６ページをごらんください。建設工事の概要でございます。 

 上の表でございますが、平成２９年度からの繰越分につきましては、上野・秋吉

地区水道統合整備に伴う仮配水管布設（１工区）工事ほか４工事で、計４，

７８３万４，２８０円、次に、下の表ですが、平成３０年度事業としまして、入見

配水池増補改良工事ほか３６工事で、次のページの１７、１８ページの下になりま

すが、計４億１，９３２万５，３２０円を執行いたしました。 

 続きまして、業務について説明いたします。次のページ、１９ページの上の表を

ごらんください。市内全域での事業量です。 

 平成３０年度の、２、年度末給水戸数は１万２０７戸、対前年比較で３７戸の減

少、３の年間配水量は３３４万３，６８０立米で、対前年比較で１２万８０８立米

の減少、５の年間給水量は２６４万５，９７４立米、対前年度比較で８万１，

３９５立米の減少となりました。７の有収水量――有収率ですが７９．３％となり、

前年度より０．４１％改善いたしました。 

 また、決算概要資料の最終ページの２９ページに３地域のセグメントごとの営業

収益等報告しておりますので、またお目通しをお願いいたします。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（末永義美君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。

質疑はよろしいでしょうか。三好委員。 

○委員（三好睦子君）  １８ページなんですけど、業者名が書かれてありますが、こ

れは全て美祢市内の業者の方でしょうか。お尋ねいたします。 

○委員長（末永義美君）  今の質疑・答弁の前に、竹岡委員におかれましては監査委
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員でありますので、御発言のほうをお控えくださいますよう、よろしくお願いしま

す。 

 申し訳ありませんでした。岡田上下水道局次長。 

○上下水道局次長（岡田健二君）  ただいまの三好委員の御質問にお答えいたします。 

 基本的には全業者、市内及び準市内業者となっております。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  基本的にはって言われましたから、全部市内ということです

よね。 

○委員長（末永義美君）  岡田上下水道局次長。 

○上下水道局次長（岡田健二君）  質問にお答えします。 

 表の一番下段の１業者のみ、これは、この業者しかできない工事が入っておりま

すので市外となりますが、そのほかは市内及び準市内業者となっております。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。髙木副委員

長。 

○副委員長（髙木法生君）  監査意見書の１５ページに、ちょっと文言として載って

おるんですけれども――記載がありますが、有収率を見てみますと、ことし――

３０年度、０．４％上昇して７９．１％となっておるわけですが、類似団体との比

較を見てみますと８２％ということで、低い数値を示しておるところでございます。 

 依然として、施設あるいは管路の老朽化による漏水というものが発生しているの

かなと、そういった状況であると思われます。 

 そこで、１件お伺いしたいと思うんですが、年間どれくらいの漏水箇所というの

が発生しているのか、わかればお願いしたいと思います。 

○委員長（末永義美君）  もしすぐに答弁できなければ、また時間を置きましょうか。

よろしいですか。岡崎管理業務課長。 

○管理業務課長（岡崎輝義君）  ただいまの御質問にお答えします。 

 まず、私のほうで調べましたのが、配水及び給水費の修繕の部分について、ちょ

っと確認をとっております。 

 まず、美祢地域におきましては、配水管の修繕を９３カ所、そして、給水管等を

１１４カ所修理をいたしております。それと、美東地域につきましては、配水管を
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２３カ所、給水管等を３６カ所修理しております。秋芳地域につきましては配水管

を１６カ所、給水管を２０カ所を修理しております。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  髙木副委員長。 

○副委員長（髙木法生君）  ありがとうございます。漏水箇所も、なかなか発見しに

くい難しいものと思っていますし、一つの箇所を閉めれば片方が負荷がかかってく

るということですね。大変だろうとは思うんですけれども、こういったことで二次

災害的にもつながるんじゃなかろうかとも思いますが、その点は、実際にそういっ

たことがあったのかどうか、もしわかれば。 

○委員長（末永義美君）  岡田上下水道局次長。 

○上下水道局次長（岡田健二君）  髙木副委員長の御質問にお答えします。 

 二次災害的には、特段漏水が原因で交通等の被害、その他に影響を及ぼした事例

は今のところ把握しておりません。 

○委員長（末永義美君）  よろしいでしょうか。ほかに質疑のほうはございませんか。

岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  １９ページに業務の事業量、上水ですけど、水道事業におけ

る今後の収益ですね。それを見ると、なかなか病院事業もそうですけど、傾向とし

ては同じような傾向に、人口減少のもとでなっていくかなっていう、この数字的に

見られますね。 

 年度末給水人口、これも５８８人給水人口が減ってきてますし、給水戸数も３７。

これが、今後５年、１０年たったときにどうなんかっていうこと。 

 また、有収率も経年劣化で有収率も減ってくる。さらには石綿管などですね、昔

５０年前に布設したこういったものも老朽化して、当然、水が漏れてくるところの

ものが非常に経年劣化で増えてくる。 

 そういった面においては、なかなかいい所が見えてこない中にあって、こういっ

た中で、本当に医業収益が上がって――水道収益がね、上がってくるかということ

を本当に危惧するところですよね。 

 皆さんも、そのように思われていると思いますけれども、今後、資本的な投資と

して、今回、田代のほうに水道布設しましたよね。これは必要なことであって、今

後、人口が減っていく中にあって、さらにこういった投資的経費である――田代は
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やりましたけど、それ以外に、これから新規に水道管を布設するところのものがあ

るのかどうか。 

 それと、今後の給水人口が減少する中にあって、水道事業としての今後の方向性

というのはどういった方向に進んでいるのかどうか、この辺についてお尋ねしたい

と思います。 

○委員長（末永義美君）  白井上下水道局長。 

○上下水道局長（白井栄次君）  岡山委員の御質問にお答えいたしたいと思います。 

 質問につきましては、新規の給水箇所が今後あるのかということと、今後の見通

しということであったろうかと思います。 

 最初の新規の給水区域の拡大ということについては、現在のところでは予定はい

たしておりません。 

 それから、今後の水道事業の推移ということでございますけれども、水道事業に

つきましては御承知のとおり、住民の命を支える、なくてはならないインフラの一

つでございます。給水人口の減少とともに、節水の意識高揚ということと、あとは

飲料水のペットボトル購入ということで、おっしゃったとおり、今後、収益の減が

見込まれておるというところでございます。 

 また、そういう状況下でありますけれども、３６５日２４時間、蛇口をひねれば

いつでも安全で安心な水が出てくるという状態を確保し、維持をするということが

求められている状況の中で、それに加えまして、今後祖父ヶ瀬のポンプ場の老朽化

した部分の更新、それから秋吉地区の硬度低減化を実現させるための上野・秋吉地

区の水道統合整備事業、それから、おっしゃったとおり老朽管の改修、石綿管も含

めましての、そういった優先順位の高い事業が今後も控えておりますので、経費の

増大は避けることができない状況にある中ですけれども、こういった状況の中であ

りますけれども、財源の確保、昨年度、料金の改定ということもございましたけれ

ども、そういったことを図りながら、財源を確実に確保に努めるとともに、施設の

統廃合、それから安価な方法の選択など費用を抑える工夫をいたしながら、経営的

に配慮してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○委員長（末永義美君）  岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  ありがとうございます。水道水で蛇口をひねれば、本当にそ

の水を使うことができる。非常にありがたいことですよね。水道水はなくてはなら
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ない命のインフラでもありますし、今後とも鋭意努力していただきたいと思います。 

 しかし一方、今後は、収益とか見ていけば、収入に対しての支出が、今言われた

ような投資的経費なんかがたくさん出て、なかなか収益は上がらないということで、

また料金の統一も努力されてできてきましたけれども、今後どう――水道料金も統

一されて、美東・秋芳地域は、水道料金がこういった厳しい状況の中でも減ってき

たわけです。 

しかし一方、大きな企業に対しては、５０ミリ管以上は水道料金上がっています。

また、我々１５から２０ミリ管を使っている家庭においては、基本的には下がって

――わずかですけど下がっている、美祢はちょっと上がりましたけどね。 

そういう面で、よくこういったところを維持してるなということ、努力されてい

るということはよく理解します。 

 今後の見通しとして、この水道料金が、収益が、給水人口どんどんどんどん減っ

ていく中にあって、そして、経費が今申し上げたようにかかってくる。そういった

中にあって、今後１５とか２０ミリ管を使う一般家庭への水道水は値段が大きく上

がっていないですけれども、今後５年ぐらいたてば、かなり収益的な経費の部分で

経費が出て行くことがたくさんあって、なかなか負担金とかで埋められないような

状況になる可能性があると思ってます。 

 そういう面で、今後水道料金、ずっと最近上がってないですけど、今後の水道料

金の値上げについては、よく市民の皆さんに理解してもらわなくちゃならないし、

まだまだ大きな赤字にはなってないですけど、今後その辺のところを市民の皆さん

にわかりやすく説明しておかないと、急に言って抵抗されて大きな反対になるよう

なことになってはならないし、また、水道がしっかりと運営していかなくては、私

たちの命のインフラである水道がうまく運営できませんので、そこのところに関し

ては、どのような見方でおられるかお尋ねしたいと思います。 

○委員長（末永義美君）  白井上下水道局長。 

○上下水道局長（白井栄次君）  ただいまの岡山委員の御質問にお答えいたしたいと

思います。 

 今はまだ大きく赤は出てないけれどもということですけれども、非常になかなか

財政状況、厳しい状況にあります。 

 水道事業につきましては公営企業でございますので、水道事業で得た収入で費用
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を賄わなくてはならないということが法律でも規定をされておるところでございま

す。 

 したがいまして、最大の収益を確保する手段といたしましては、料金ということ

になろうかと思います。 

 昨年度、平成３０年度、料金の改定を一部行ったわけでございますけれども、こ

の改定につきましては、これまで３地区の３種類の料金の体系を一つの体系に整え

たということで、非常に大きな成果があったものと考えておるところでございます

けれども、一方で、料金改定に当たりまして開催をいたしました料金審議会におき

ましては、平均改定率が１８．１５％程度となるような料金改定が望ましいという

結論に至るというふうな答申をいただいておるところでございます。 

 ただ、その一方で、今回の改定、昨年度の８月の改定では改定率２.３％の改定

率であったというふうなことでございまして、３０年度の実績値といたしましては、

１．４％という結果になったところでございます。 

 先ほども申しましたとおり、今後の経営状況は厳しくなっていくわけですけれど

も、今回、料金の審議会で行われました内容につきましては、その当時の財政状況

と向こう４年間の将来的な負担を考慮した上で導き出された１８．１５％というこ

とであるという認識をいたしております。 

 今後の安定的な経営を実現させるためには、近いうちに１８．１５％ということ

も視野に入れた検討をしていかなければならないのではないかというふうに考えて

おるところでございます。 

 その当時、いろいろ水道局の考えを各地域に伺いまして説明会も行っておるとこ

ろでございます。多く御意見も承りました。そういうことを踏まえまして、またそ

ういった１８．１５％という部分の料金改定について、再度また市民の皆様方に説

明をいたしまして理解をいただくということの努力はしていかないといけないとい

うふうに考えています。 

 以上でございます。 

○委員長（末永義美君）  岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  水道料金改定の会議とかも行っているようですけれども、今

後これについては、しっかりと市民の皆さんによく見れるように、わかるようにし

ていただきたいなと思ってます。 
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 そういった中で、ちょっと心配なのは、今回、結構、大手会社の５０ミリ径の水

道料金を結構――かなり上げてますよね。それで、今後また、さらにまたそれを十

七、八％上げるとなると、ちょっとどうかなと思います。 

 心配なのは、そういったところの大量――多く使う企業は、自分のところの水を、

今後いろいろ、ろ布を通して処理して、そういった工業用水用に施設をつくって使

えば、本当に市のそういったところの収益がちょっと下がってくる。そういった懸

念もちょっとあるかなと思ってます。 

 その辺について、５０ミリ以上の径の料金の改定については、どのような方向性

なのか、この辺についてちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（末永義美君）  白井上下水道局長。 

○上下水道局長（白井栄次君）  岡山委員の御質問にお答えいたします。 

 昨年度におきまして料金改定をいたしましたものは、１３ミリから１５０ミリま

で、各種口径によって料金を定めておるわけですけれども、前回の料金改定は、大

口径についての料金改定を行っておるところでございまして、小口径につきまして

は前回はとどまっているという状況でございます。 

 したがいまして、大口径につきまして、当初の目的を果たした部分については、

再度の値上げということについては今考えておりませんので、今後、料金改定に大

きくかかわるところは、１３ミリあるいは２０ミリという一般御家庭で比較的多く

使っておられる口径の料金にかかわる部分が対象になってくるというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  ここで一段と、水道水を使う会社にさらに負荷をかけるよう

であれば、今、美祢市における企業がよそにまた出て行かれるようなことがあって

はなりませんので、多少ともその辺については配慮していっていただきたいという

ことで、次期にはそういったことは考えておらないということをお聞きしました。

そういった方向でしっかりと進んでいっていただきたいと思います。 

 それで今後、収益に関しましては、まだ状況見てみますと大きな赤字にはなって

ない。今後、できるだけ審議会等で、料金の改定については、まだまだ大きな赤字

になっていないということで、この辺については、どこまでのところまで、収益的
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収支が厳しくなってきた場合に料金の改定を行っていくかどうか。大体どの辺を想

定して改定をする方向であるかということ、ある程度方向性は決まって、どの辺か

なっていう。もし決まっておればお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○委員長（末永義美君）  よろしいでしょうか。白井上下水道局長。 

○上下水道局長（白井栄次君）  ただいまの岡山委員の御質問でございます。 

 まだ具体的なものをお示しするには時期尚早だというふうに思いますけれども、

今現在、平成２６年度に美祢市の水道ビジョンを策定いたしております。 

 今、後継の計画を策定中でございますけれども、その中では、あわせて経営戦略

という国が示しております考え方も踏まえて、水道ビジョンという形でまた改定を

しようと考えております。 

その中で、具体的な将来の推計を見定めていく中で、その辺は配慮したいという

ふうに思いますので、今の段階では、ちょっと具体的な内容については触れること

については時期尚早というふうに思いますので、御理解をいただけたらと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（末永義美君）  岡山委員並びに各委員におかれましては、ただいま決算の

認定についてでありますので、将来展望のほうは、またちょっと席をかえてよろし

くお願いします。 

 そのほか質疑は。杉山委員。 

○委員（杉山武志君）  今、料金についてはいろいろと出ましたけど、私は水量のほ

うをちょっとお尋ねしたいと思います。 

 １９ページの業務のほうなんですが、水量ですね、配水量と給水量。これが結構

な――大幅に落ちていると。 

 私これは、料金の統一絡みで使用量を抑えられた方がたくさんいらっしゃるのか

なというふうに思い、各地区のを見ましたが、そう偏ったこともないと。何か原因

的なところがあるのかなという思いがします。 

 使用量が落ちれば、先ほど来、経営がなかなか厳しいというのが、より一層厳し

くなってくるんじゃないかなという思いがしまして、これの要因として思い当たる

ところがあれば教えていただきたいと。 

 それともう１点、先ほどの髙木副委員長のほうからもお話がありましたが、有収



－ 12 － 

 

率、これですね、現在７９．１３％ということで、増減的にはわずか上がっており

ます。 

 しかし、近隣の他市に比べますと、以前もちょっと質問させていただいたんです

が、まだ最低１０％以上足らないという状況であります。漏水というほかに、考え

られる要因があれば教えていただけたらと思います。 

○委員長（末永義美君）  岡田上下水道局次長。 

○上下水道局次長（岡田健二君）  杉山委員の御質問にお答えします。 

 ただいまの御質問ですが、漏水が基本的には主な要因となって、これにつきまし

ては、管内の配水管路がかなり老朽化が進んでる部分もございまして、将来的には

配水管の布設替等も含めまして、計画的に漏水対策を行っていかなければならない

というふうに思っておりますが、今現在につきましては、今年度より漏水調査のほ

うにも力を入れまして、鋭意、漏水箇所を修繕していくという取り組みをいたして

おるところでございます。 

 したがいまして、今年度はかなり成果が上がっているんではないかというふうに

自負しております。 

 その他の原因につきましては、計測機器の点検・修理等もしまして、基本的な水

量が正しいのかどうか、その辺も行っております。それにつきましても、正しい数

字で計上されるものというふうに思っております。 

○委員長（末永義美君）  もう１点。岡崎管理業務課長。 

○管理業務課長（岡崎輝義君）  ただいまの御質問にお答えします。 

 まず、有収水量――給水水量が減ってるというところなんですが、私もちょっと

調べてみました。 

 昨年度に比べまして８万１，３９５立米ほど減っているかと思います。このうち、

まず一般家庭であります口径１３ミリの年度間の使用量が約４万３，０００立米、

口径２０ミリの年間使用水量が約５，４００立米の計４万８，６００立米ほど減っ

ております。 

この減少の約６０％が一般家庭の年間の給水量の減と――減少というところにな

っておるので、こちらが主な原因と思われます。 

 それと、私独自でちょっと調べたんですが、最近、一般家庭におきましては、ま

ず子どもが進学等で親元を離れていくというところで、夫婦だけ等になりますと、
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かなり有収水量――使用する量が減ってきていますので、こういったことも原因に

なろうかと思います。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  ほかに質疑はございませんでしょうか。三好委員。 

○委員（三好睦子君）  １３ページから１５ページになるんですけど、上水道の硬度

低減化の件ですが、平成２２年ごろだったと思うんですが、美東と秋芳が合同で硬

度低減化を早くしてくださいっていう署名をしているんですが、おかげさまで美東

は早くしていただいて、住民の方感謝しておられますが、秋芳の方が「早くしてく

れんと、もう命がないで」という言葉を聞くんですが、進捗状況っていうか、どう

なってるのかということをお尋ねします。 

○委員長（末永義美君）  岡田上下水道局次長。 

○上下水道局次長（岡田健二君）  三好委員の御質問にお答えいたします。 

 秋吉地区の硬度低減化につきましては、先般の委員会でも資料でお示しいたしま

したとおりの状況で、順調に今のところ推移している次第でございます。 

 最終的には、令和４年度の完了を目指して、鋭意施工をしているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  三好委員、今の御質問の発言の中で、水道に関して、命が

ないと。命がないという表現がいろんな意味で解釈されますので、ちょっと極端な

御発言だと思いますけど、その辺は……。よろしくお願いします。 

○委員（三好睦子君）  申しわけありません。生きている間にやってほしいっていう

意味だと思って……。命がないと、その会話を取って、済みません。住民の皆さん

のそのままを言ってしまいまして、済みません。早くしていただきたいと思います。 

○委員長（末永義美君）  ほかに質疑はございませんか。岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  ４１ページの企業債明細で、上水道における財務省財政融資

資金、いつかもちょっとお話ししたことがあるんですけど、金額はもう２億、３億

と借りられまして、そういった中で、未償還残高ですね、今残っている金額も決算

書の中には書かれておりまして、平成６年頃に借りた分は利率が３．６５。今、長

期金利でもマイナス金利の状況ですけれど、３．６５をずっと令和６年まで返して

いかなくちゃならないと、こういう財政融資資金等もありますよね。 
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 それを金額にしていけば、利息というのは、かなり大きなものになってくると思

ってます。 

 それで、最近においても平成２８年ぐらいに借りた分についても０．３、０．

８とか低くはなってますけど、だけど今は、金利がマイナス長期金利の状況の中に、

０．３とか０．８とか言ってもかなり高い、私は利率と思ってます。 

 これに関しては、従来どおりに着実に年度ごとに返していかれているとは思って

ますけど、逆に、特に利率が高い額――大きな金額を借りて、利率が高いところを

早めに返して利息を払わなくて済むような、こういった対応策というものは何かさ

れているのかどうか、この辺について、ちょっと今回の決算を見て特に感じました

ので、よろしくお願いします。 

○委員長（末永義美君）  岡崎管理業務課長。 

○管理業務課長（岡崎輝義君）  ただいまの御質問にお答えします。 

 以前、平成２０年から何年かは、利率が高いものは補償金免除の借換債というの

を活用しまして、利率が高いのは借りかえることによって抑えることができていま

す。 

 今現在なんですが、そういった同じような補償金を免除する繰上償還っていう制

度は、私のほうで調べましたら、上下水道コンセッション推進のための補償金免除

繰上償還というメニューしか、今ございません。それを使わなければ、もう補償金

を払って、そして独自に借りかえるということしかできませんので、その補償金の

額を払ってまたさらに借りかえると、逆に金額が高くなるというところがございま

すので、そのあたりはちょっと難しいかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  財務省の財政融資資金の中で、平成２９年に最近借りた分で

すけど、これが利率が０．８なんですよね。結構高いんです。それで、未償還高が

１億１，３２０万円なんです。これ、令和３９年まで結構長い期間、お金を返して

いかなくちゃならないということで、これが令和３９年まで、もし償還終了期まで

払えば、０．８だったら約２，０００万円近い利息を返していくようになるんです

よね。だから、その辺について特にこういった……（発言する者あり）０．８、な

ってない。なってないけど令和３９年まで支払いします。３％とか、今最近ほとん
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どないですけど、平成２９年に借りた分については利率が０．８。０．８でみんな

低いと思ってますけど、実際これですね、今は我々が預貯金しても０．０１、年金

入っておった方は０．２１ですか、そんな感じなんです。それで、０．８というこ

とも低いようだけど高いんです。これが令和３９年まで払えば、約２，０００万円

のお金を――利息を払うようになるんですよね。 

 だから、こういったところの感覚――経営感覚で、こういったところも見逃さな

いで、こういった金額を１億１，３００万円ありますから、どうこれを早く返して

いく。もう当たり前、順当、毎年決まった額をこの利率で返していくのか、それと

もちょっと多めに利息がかからんために、こういった返済をしていくかどうか。こ

の辺については、もう従来どおりにやりますよと、令和３９年になっても利息が２，

０００万になっても払いますよと。こういった感覚でおられるかどうか、これにつ

いてお尋ねします。 

○委員長（末永義美君）  白井上下水道局長。 

○上下水道局長（白井栄次君）  ただいまの岡山委員の御質問にお答えいたしたいと

思います。 

 先ほど岡崎管理業務課長のほうからも申しましたけれども、高い利率の償還につ

きましては、かつては、そういう補償金免除で借りかえるということもできた時期

もございましたけれども、今メニュー的には、先ほどないというお話はさせていた

だいたところでございますけれども、仮に、この補償金を払ってまで前倒しして返

済していくということは、逆にトータルで見ると余計に不必要なお金を支出してし

まう可能性があるというところでございますので、これはもう決められた形の中で

返済をしていくことを基本にして、そういうチャンスがめぐってくればそのチャン

スに乗っかってということはありうるかと思いますけれども、原則論とすれば、決

められた形の償還を続けていくということがよいのではないかというふうな判断で

ございます。 

○委員長（末永義美君）  そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（末永義美君）  それではまず、議案第７１号を採決いたします。本案につ

いて、原案のとおり決することに御異議はございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第７１号は原案の

とおり可決されました。 

 続いて、議案第７２号を採決いたします。本案について、原案のとおり認定する

ことに御異議はございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  異議なしと認めます。よって、議案第７２号は原案のとお

り認定されました。 

 次に、議案第７３号平成３０年度美祢市公共下水道事業会計決算の認定について

を議題といたします。執行部より説明を求めます。岡崎管理業務課長。 

○管理業務課長（岡崎輝義君）  議案第７３号平成３０年度美祢市公共下水道事業会

計決算の認定について説明をいたします。 

決算書１ページ、２ページをごらんください。平成３０年度美祢市公共下水道事

業決算報告書です。 

 まず、収益的収入及び支出でございます。収入は、上の表の第１款下水道事業収

益の決算額の欄をごらんください。消費税込みで５億６，８３８万５，８１０円で

ございます。 

 一方、支出は、下の表の第１款下水道事業費用の決算額の欄をごらんください。

消費税込みで５億２，９５６万３，９０２円でございます。 

この結果、消費税込みの収入支出の差引額は、ここには明記しておりませんが、

３，８８２万１，９０８円の収入の超過であります。消費税差し引き後は、のちの

損益計算書で説明いたしますが、３，４０８万３，５１３円の純利益となりました。 

続きまして、決算書３ページ、４ページをごらんください。資本的収入及び支出

でございます。 

 収入は、上の表の第１款資本的収入の決算額の欄をごらんください。２億９，

３２８万９，５００円でございます。 

 一方、支出は、下の表の第１款資本的支出の決算額の欄をごらんください。４億

１，０５１万４，１６６円でございます。 
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なお、６月議会で報告いたしました浄化センター改築更新工事の事業費のうち、

３，３００万円を令和元年度に繰り越しております。 

 この結果、３ページの下にございますが、資本的収入額が資本的支出額に不足す

る額１億１，７２２万４，６６６円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額４７３万８，３９５円、及び過年度分損益勘定留保資金１億１，２４８万６，

２７１円で補填をいたしました。 

 続きまして、財務諸表について御説明させていただきます。 

決算書５ページをごらんください。平成３０年度美祢市公共下水道事業損益計算

書でございます。下から３行目をごらんください。 

 当年度は３，４０８万３，５１３円の純利益となりました。 

前年度繰越利益剰余金６，３６６万９，０３８円を加えた結果、一番下の行にな

りますが、当年度未処分利益剰余金は９，７７５万２，５５１円となりました。 

 次のページ、決算書６ページ、７ページをごらんください。平成３０年度美祢市

公共下水道事業剰余金計算書です。 

 ページ中ほどの当年度変動額の合計は、７ページ一番右の資本合計の列をごらん

ください。２億２，５２４万６，５１３円でございます。内訳は、６ページの資本

金の列で、一般会計出資金として１億９，１１６万３，０００円を受け入れており

ます。 

 次に、７ページの未処分利益剰余金の列をごらんください。 

当年度純利益３，４０８万３，５１３円を加えまして、当年度未処分利益剰余金

は９，７７５万２，５５１円となりました。 

 ８ページをごらんください。 

 平成３０年度は、この未処分利益剰余金をそのまま繰り越しますので、剰余金の

処分案は、このたびは提出しておりません。 

 続きまして、事業の報告をいたします。１３ページをごらんください。 

 建設工事の概要について御説明いたします。 

 平成３０年度の主要なものは、工事請負費の中では、上から４行目の下村準幹線

管渠布設工事、委託料につきましては、６月議会で報告しましたが、令和元年度に

３，３００万円繰り越したものを除きました美祢市浄化センター改築更新工事委託

に関する協定及び美祢市公共下水道ストックマネジメント基本計画策定業務委託で
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ございます。 

 工事請負費と委託料合わせまして、一番下の行になりますが、１億２，４２９万

２６０円でございます。 

 １４ページをごらんください。 

 業務量について御説明いたします。１、年度末未処理区域面積は、下村地区で工

事を行っていますが供用開始には至っておりませんので、昨年同様、６２７．

９３ヘクタールです。２、年度末管渠整備延長は１１万４，６２４メートルとなり

ました。６、年度末水洗化戸数は３，６２０戸で１７戸の増加となりました。７、

年間処理水量は１０８万２７８立米で７，０６５立米の減少、８、年間有収水量は

８９万８１５立米で３万１，８５０立米の減少となりました。９、有収率は８２．

５％となりました。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（末永義美君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。  

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、議案第７３号を採決いたします。本案について、

原案のとおり認定することに御異議はございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第７３号は原案の

とおり認定されました。 

 ここで暫時休憩といたします。 

      午前１０時２５分休憩 

    ------------------------------------------------------------ 

    午前１０時４０分再開 

○委員長（末永義美君）  休憩前に続き、会議を続けます。 

続きまして、議案第７４号平成３０年度美祢市病院等事業会計決算の認定につい

てを議題といたします。執行部より説明を求めます。安村病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（安村芳武君）  それでは、議案第７４号平成３０年度美祢市
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病院等事業会計の決算について御説明させていただきます。 

最初に、美祢市病院等事業会計の決算総計について御説明申し上げます。 

 ２ページ、３ページをごらんください。 

 まず、収益的収入及び支出についてであります。 

収入において、第１款病院事業収益が決算額３２億３，１８６万８，５８０円と

なり、予算額に対して５，７４７万４２０円の減となっております。 

 続いて、第２款介護老人保健施設事業収益では、決算額３億７，８６７万５，

４８０円で、予算額に対して１，６２０万２，５２０円の減となっております。 

 最後に、第３款訪問看護事業収益では、決算額は３,９４５万４,０１７円で、予

算額に対して１，７３７万３，９８３円の減となっております。 

 合計いたしますと、収入決算総額３６億４，９９９万８，０７７円となります。 

 一方、支出におきましては、まず、第１款病院事業費用が決算額３４億２，

２９８万６，７７７円で、不用額が１億５，１８３万１，２２３円となっておりま

す。 

 続いて、第２款介護老人保健施設事業費用が決算額３億７，７３０万１，

１３６円で、不用額が１，７４１万９，８６０円となっております。 

 最後に、第３款訪問看護事業費用が決算額５，０６１万６，０７８円で、不用額

が４８１万４，９２２円となっております。 

 合計いたしますと、支出決算総額は３８億５，０９０万３，９９１円となります。 

 この結果、収入支出の差し引きは、決算書には出ておりませんが、２億９００万

５，９１０円の損失となりました。 

 次に、資本的収入及び支出についてであります。 

 まず、第１款病院事業資本的収入が決算額３億９，２６５万３，０００円、予算

額に対して２５０万円の減となっております。 

 続いて、第２款介護老人保健施設事業資本的収入は、決算額４，６９２万３，

０００円となっております。 

 合計いたしますと、決算額は４億３，９５７万６，０００円となります。 

 一方、支出におきまして、第１款病院事業資本的支出が決算額５億２，３８４万

４，５４０円で、不用額は４３７万９，４６０円となっております。 

 次に、第２款介護老人保健施設事業資本的支出は、決算額３，２５２万８，
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８３６円で、不用額１６４円となりました。 

 合計いたしますと、決算額は５億５，６３７万３，３７６円となります。 

 この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額が１億１，６７９万

７，３７６円となります。この資本的収支における不足額の補填に関しまして、の

ちほど、お手元の竹岡議員資料要求への対応により御説明いたします。 

 続きまして、病院等事業の施設ごとの平成３０年度の経営状況について御説明を

いたしたいと思います。 

 ３８ページ、３９ページ、美祢市立病院の決算状況についてであります。 

 まず、病院事業収益は１９億３８６万４，２９０円で、対前年度比で３，

６７５万７，１３４円、１．９％の減となっております。 

 このうち、病院医業収益は１５億８，５８５万６，９００円で、対前年度比４，

２６７万３，４７１円、２．６％の減となっております。 

 なお、病院医業収益のうち、入院収益については９億８，４８６万８１４円、入

院患者数の減により、対前年度比３，８２３万９，１５６円の減、また、外来収益

は４億２，７５９万９，２７８円で、外来患者数及び診療単価の減により、対前年

度比１，８８６万５，２１０円の減となりました。 

 患者数については、入院について、延べ患者数が３万８，６５０人で、対前年度

比４，１４３人の減、また、外来につきましては、延べ患者数が３万８，３６３人

で、対前年度比９７０人の減となっております。 

 その他医業収益は１億７，３３９万６，８０８円で、対前年度比１，４４３万

８９５円の増となっております。 

 次に、病院医業外収益ですが３億７３万２３６円で、対前年度比４８０万６，

０６７円の増となっております。 

 次に、病院経営改革事業収益でありますが、これが１，７２７万７，１５０円と

なっております。 

 一方、支出におきましては、病院事業費用は２０億７，６９９万８，４５０円で、

対前年度比で２，３４４万４，０４５円、１.１％の減となっております。このう

ち、病院医業費用は１９億６，２４９万８，０６４円で、対前年度比２，５９５万

７，９８４円の増となっております。 

 次に、病院医業外費用は５，５９６万５，４９７円で、対前年度比５２８万５，
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５０５円の減となっております。 

続いて、病院経営改革事業費用は５，７８７万８８９円で、対前年度比２０２万

８，５２４円の減となっております。 

 以上の単年度経常収支といたしましては、１億７，２４７万１６０円の経営損失

となりますが、過年度の非常勤医師賃金を清算するため、６６万４，０００円を特

別損失として計上したため、１億７，３１３万４，１６０円が当年度の純損失とな

ります。 

 続きまして、次のページ、美祢市立美東病院の決算状況について御説明いたしま

す。 

 まず、病院事業収益では１３億３，１１６万９，３６４円で、対前年度比

６３９万１，７１９円、０．５％の減となっております。 

このうち、病院医業収益は１０億２，１１４万６，１１９円で、対前年度比

８７２万５，２８４円、０．８％の減となりました。 

 なお、病院医業収益のうち、入院収益については６億９，５２４万３，２１５円

で、対前年度比９７３万６，７５８円の減、また、外来収益は１億９，２５２万８，

７２６円で、対前年度比１，２０７万２，６４８円の減となっております。 

患者数につきましては、延べ入院患者数が２万８，６４０人で、対前年度比

３０９人の減、また、外来患者数につきましては２万９，０５０人で、対前年度比

１，６５２人の減となっております。 

 その他医業収益は１億３，３３７万４，１７８円で、対前年度比１，３０８万４，

１２２円の増となっております。 

 次に、病院医業外収益ですが３億１，００２万３，２４５円で、対前年度比

２３３万３，５６５円の増となっております。 

 一方、支出におきましては、病院事業費用は１３億４，９８１万６，５３６円で、

対前年度比４，７９３万９，３３４円、３．８％減となっております。 

 このうち、病院医業費用は１２億７，９２４万７，４４６円で、対前年度比１，

２９３万３，９８８円、１．０％の増となっております。 

 次の病院医業外費用は５，５７２万６，５９７円で、対前年度比２３５万３，

４００円の減となっております。 

 続いて、病院経営改革事業費用は１，４８４万２，４９３円となっております。 
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 以上の収支を差し引きいたしました１，８６４万７，１７２円が当年度の純損失

となります。 

 次に、次のページ、介護老人保健施設グリーンヒル美祢についてであります。 

 まず、介護老人保健施設事業収益は３億７，８２６万７，１３３円で、対前年度

比７２万８，２６８円、０．２％の増となっております。 

その内訳として、入所収益は３億２３０万２，８３９円で、対前年度比１３８万

５，７４３円、０．５％の減となりました。 

 次に、通所収益は４，５７１万４，８２０円で、対前年度比４５万９, ２４７円、

１．０％の増となりました。 

 利用者数につきましては、まず、延べ入所者数は２万４，６３９人で、対前年度

比１７４人の減となっております。 

 次に、延べ通所者数は４，９５０人で、対前年度比３８３人の増となりました。 

 次に、事業外収益は３，０２４万９，４７４円で、対前年度比１６５万４，

７６４円の増となっております。 

 一方、支出につきましては、介護老人保健施設事業費用が３億７，６９８万８，

７８９円で、対前年度比で８３万３０４円の増となっております。 

 以上の収支を差し引きいたしました１２７万８，３４４円が当年度の純利益にな

ります。 

 次に、訪問看護ステーションについてであります。 

 次のページになります。 

まず、訪問看護事業収益は３，９３５万８，６１９円で、対前年度比３９０万２，

８７８円、９．０％の減となります。 

 このうち、訪問看護事業収益は３，６４２万１，０１２円で、対前年度比

４４２万３２１円、１０．８％の減となっております。 

 利用者数については、延べ４，５８０人で、対前年度比５５２人の減となってお

ります。 

 次に、訪問看護事業外収益は２９３万７，６０７円で、対前年度比５１万７，

４４３円の増となっております。 

 一方、支出についてですが、訪問看護事業費用が５，０５２万６８０円、対前年

度比３０５万６,３４４円、６．４％の増となっております。 
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 このうち、訪問看護事業費用が５，００２万３，６７７円で、対前年度比

３０１万１,５２２円、６．４％の増となっております。 

 そして、訪問看護事業外費用が４９万７，００３円で、対前年度比４万４，

８２２円の増となっております。 

 以上の収支を差し引きいたしました１，１１６万２，０６１円が当年度の純損失

ということになります。 

 それでは、資本的収支における不足額の補填に関して、お手元の竹岡議員資料要

求への対応により御説明いたします。 

 一番上のペーパーです。 

 １、補てん財源計算書の訂正についてということで読ませていただきます。 

 補てん財源計算書は、当該年度末時点での自由に運用が可能な資金の調達状況を

表している。 

平成２９年度補てん財源計算書において、純損失が２億２，２００万円余りとな

り、損益勘定留保資金等の通常の補填可能額では、資本的収支の差引補填額を補填

できなかった。 

このため、本来自由に運用できないとされる退職給付引当金を、損益勘定留保資

金及び過年度損益勘定留保資金として、補填可能額に算入した。 

 引当金そのものは、当面支出が見込まれないなら、資金の効率的な運用として補

填財源として活用する余地はあると考えられるが、各団体において慎重に検討の上

対応することとされているとなっております。 

 平成３０年度においても、２億１００万円余りの純損失が生じたため、平成

２９年度と同様に退職給付引当金を補填可能額に算入した。 

しかし、本来自由に運用できない退職給付引当金を続けて補填可能額とすること

は、自由に運用できる資金があるとの誤解を生む恐れがある。 

そこで、実態を明らかにするため、退職給付引当金を補填可能額とは位置づけな

いこととしたい。 

 その結果、補填残高をマイナス表記とし、「補てん残高が不足する額は退職給付

引当金で措置」と付記したいとあります。 

 ２枚目を見ていただけますでしょうか。 

 平成３０年度補填財源……（発言する者あり）２枚目のような形で直しました。 
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 ２枚目で今、一番右の備考欄に引当金繰入のところに横線を引いております。

１億８００万４，０００円です。この引当金を外す。それによって、損益勘定留保

資金のほうの計も変わります。 

 あとは、補てん可能額の欄の中の一番下、計の上に過年度損益勘定留保資金のと

ころに、２９年度３，５００万、平成３０年度９，９００万とありますが、これを

計上しないというところで、あと、差し引きの部分で訂正したのち、資本的収支、

差引補てん額、Ｇの欄ですね、ＥマイナスＦイコールＧと書いておりますけど、Ｇ

の欄、マイナスが立ちます。そのまま補填、ＤプラスＧで、Ｄがマイナスが立って

おりますので、ＤとＧを合計してマイナスで書かせていただくと。 

 その下については、「補てん残高が不足する額は、退職給付引当金で措置」とい

うことで、実際としては、運用としてはこれを使っておりますので、これで措置し

ているということを表現しております。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。  

竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君）  本来なら、私は決算書に対しては監査意見書を出しておりま

すので発言は控えるべきだと思うんですが、本会議で市長の提案説明のところで質

疑を申し上げまして、そして資料要求をいたしました。 

 実は、これをやりましたのは、監査の立場というのは、ある意味で意見を申し上

げられますし、勧告もできるんですね。しかし反面、指導もしなくちゃいけないと

いうのが義務づけられております。 

 令和２年４月から、実は監査基準が大幅に変わります。そして、リスクマネジメ

ント、それから、内部統制についてかなり入っていかなくちゃいけないというとこ

ろで、実は来年の４月からの監査、いわゆる公営企業会計の今監査基準をまとめて

いる段階だったんですね。 

その点から見ても、この補填財源の表現っていうのはいかがなものかということ

で、管理部とは調整はしておったわけでありますが、最終的には９月の６日だった

と思います。監査室において、代表監査委員と私と事務局、そして、病院の管理部

に来ていただきまして調整しました。そして、最終的には、やはり本当の姿を見せ

るべきだと。 



－ 25 － 

 

この補填財源については、決算だとか損益計算書、貸借対照表、そういうものに

は全く影響はしませんし、キャッシュフローも影響しません。ただ、再投資するた

めの補填財源がどういう状況になってるかっていうのを表すためですから、結果的

には、一番最後に書いてありますように、退職給付引当金を食い潰したという形に

なっています。それもやはり明らかにすべきだと。でないと、その退職金の食い潰

したやつをどういうふうに補填をしていくかということが大事であろうという観点

から、今回は、（聞き取り不可）をきちんと表現するようにしました。 

 そうしますと、２ページ目に、皆さんに今回お示ししたように、今年度末は３億

９, ５００万円ほど退職給付引当金を食い潰した形になっているということを表す

ようにいたしました。 

 それから、それを今度――これは補正予算にも影響すると思いますが、次の修正

後、令和元年度の補填財源の修正案というのがありますが、そうしていきますと、

一番下を見ていただいたら、努力をしながら退職給付引当金を戻していくという作

業がしばらくあると思います。 

 公営企業法によりますと、こうした投資を一借でやるということはあり得ない。

どうしても、大幅な――何億という投資がもし必要になる場合は、恐らく一般財源

からになるか、補填財源を使うと。 

ところが、当市におきましては補填財源がないということで、当面、今管理部に

お願いしてるのは、市長の提案説明の中に、実はこういう表現がしてあるんですね。

「病院事業を取り巻く環境は、医療制度改革や医師を初めとする医療スタッフ不足

の影響等から、まことに厳しいものがありますが、新美祢市病院改革プランに基づ

く基本方針を職員一人一人が自覚し、着実に実行していくことにより、市民の皆様

が安心して適切な医療・介護サービスを受けることができるよう、引き続き努めて

まいりたいと考えております」と、こういう提案説明があったんですね。 

それに対して、私のほうから、病院改革プランの来年度の予定が損益分岐点にも

達していないという話を申し上げました。 

 したがって、９月６日の日に管理部にお願いしたのは、少なくとも５年計画を立

てて提示してくださいと。どういうふうに、この退職給付引当金を戻していくのか

というお願いを今しておるところでございますので。 

大変な数字が出てきたわけでありますが、１点だけ申し上げたいのは、貸借対照
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表、損益計算書には全く影響しない数字でございます。 

ですが、どういうふうな内部留保があるかという表現、これが計算書でございま

すので、監査のほうも苦しかったんですが、補填、いわゆる退職給付引当金をどの

ように今から償却していくかということも、せめて５年ぐらいの中期計画を出して

くださいというお願いをしてとどめております。 

以上、御理解いただいたらというふうに思っております。 

○委員長（末永義美君）  よろしくお願いします。引き続き、本案に対する質疑はご

ざいませんか。三好委員。 

○委員（三好睦子君）  何点かお尋ねいたします。 

 ２４ページの薬品費なんですが、美祢市は県下でも医療費が高いということなん

ですが、この中で、なぜ高いのかなと思うんですが。 

その一つの理由に、ジェネリックのこともあるらしいんですが、このジェネリッ

クの使用割合っていうか、頻度――割合でしょうか。これが、この中のどこでわか

るのかっていうことと。済みません、３回しか質問ができないのでまとめて質問を

いたします。 

 それから、３９ページの委託料の内容について。 

それと、３６ページなんですが、研修費が年度によって、２６年度、２７、２８、

２９、３０と出ておりますが、これが高い低いがあるんで――金額的に増減がある

んですが、この研修費の内容が知りたいのですが。 

 それと、２８ページから３２ページなんですが……。 

○委員長（末永義美君）  三好委員、ここは一つずつ質問でよろしいですか。そのほ

うが答弁もしやすくなるので。 

○委員（三好睦子君）  まずは、ジェネリックの使用割合、医療費が高いのは薬代が

高いんじゃないかということも聞きましたので、その件についてお尋ねいたします。 

○委員長（末永義美君）  古川市立病院事務長。 

○市立病院事務長（古川和則君）  三好委員の質問にお答えします。 

 この決算資料の中には使用量は出ておりませんが、市立病院におきましては、ジ

ェネリック使用割合はずっと８０％以上をキープしております。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  西山美東病院事務長。 
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○美東病院事務長（西山宏史君）  ジェネリックの使用割合、美東病院のほうは、今

のところ１０％程度ということで低い割合でございますが、この９月から、順次ジ

ェネリック――後発薬品のほうに切りかえていくという手順を準備しております。 

切りかえるべき薬品を納入していただく卸の業者ですね、リストアップを数カ月

かけてやっておりますので、この９月下旬の薬事審議会、院内の機関なんですけど

も、そこで作業を進めてまいります。早急に市立病院並みのジェネリック導入率を

目指そうと思っております。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  次に、このジェネリックと事務的に関係するのかなと思うん

ですが、３６ページの研究研修費、これは薬について研究がされてるのかなと思っ

たんですが、実際はどんな内容なのでしょうか。年度によって費用の金額が違うん

ですが、これについてお尋ねいたします。 

○委員長（末永義美君）  西山美東病院事務長。 

○美東病院事務長（西山宏史君）  研究研修費でございます。 

市立病院、美東病院、状況は同じであると思っております。多くが常勤医師の県

外への学会出張、あるいは研究発表を聞きに行かれるっていうことが出費の大半を

占めております。 

 ほかの医療職ですね、看護師、あるいはその他の技師っていいますか、コメディ

カルですね、理学療法士とかさまざまな職種がありますので、そういった専門職の

方も出張に出向いて研究発表をしに行ったり、発表を聞きに行ったりというのがご

ざいます。主にそちらの経費に使っております。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  ３９ページになるんですが、委託料の内容についてお尋ねい

たします。全般でもいいです。３９ページに限らず、委託料はどんな内容があるか

ということですが。 

○委員長（末永義美君）  古川市立病院事務長。 

○市立病院事務長（古川和則君）  ただいまの三好委員の質問にお答えします。 

 委託料につきましては、主に医事業務の委託料でありましたり、管理業務の委託

料になっております。 

 当院におきまして、３０年度委託料が減額となっておりますのは、ＭＲＩを購入
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しまして、初年度の保守委託料が免除となっておりますので、昨年度は委託料が減

額となっております。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  今、病院の入院患者さんの食品は日新食品でしたかね――と

か業者が入っておられるのですが、これも入るんですか。 

 それと、事務員たちを見ましたら、カルテを持って行ったり、いろいろ受け付け

ですか、いろんな患者のきめ細かな仕事をしておられますが、その方たちはこの委

託料に入ってるんでしょうか。それともどこにあるのでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  西山美東病院事務長。 

○美東病院事務長（西山宏史君）  入院患者様に提供する食事でございます。 

 これは、今業者へ委託をして、院内の一角で給食調理をしていただいております。

比較的大きな委託料でございます。 

 それともう一つは、病院内では、通常クラークとかっていう言い方をするんです

が、総合受付あるいは診療科ごとの受付に事務系職員が立っておられたり、電子カ

ルテ導入前はカルテ等を持って、院内を書類を持たれて小走りに移動されてたとい

う業務があるんですけども、そういった医事系の業務の委託をさせてもらっていま

す。これも、割合高額といっては何ですが、まとまった委託料となっております。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  ２８ページと３２ページにかかるんですが、私は今回――皆

さんの要望を受けまして子どもの医療費の無料化が進んでおりますが、これについ

てなんですが、２８ページから３２ページで受診年齢が出ております。 

 それで、子どもの医療費が年齢が９歳から１９歳に分かれているので、小学校

６年生は９歳ですかね――と中学生は１５歳かなとちょっと思うんですが、これが、

ちょうど当てはまるようにデータがほしいなと思うんですが、そのようなデータは

できないのでしょうか。 

今、急に言ってもわからないかと思うんですが、このデータが変えられるのかど

うかお尋ねいたします。その診療科目と年齢ですが、どうでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  安村病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（安村芳武君）  質問にお答えします。 
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 時間をいただければデータは出ると思います。すぐにはちょっと難しいと思いま

すけど。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  じゃあ後でお願いいたします。 

 それと、先日の末永議員の答弁の中にありましたが、患者が市外へ流れることが

多いようなことの御答弁でしたが、それは別に、美祢市の病院が悪いというんじゃ

なくて――悪いというのではないんですが、私が考えますに、日ごろのつながりで

はないかと思うんです。 

 また、私が一般質問しましたが、住民の方が診療所があるといいねと言われた中

でもわかるんですが、いつも病院とのつながり、日ごろのつながりではないかと思

うんですが、こうした日ごろのつながりで、病気になったら市内の病院に行こうね

というふうになるのがいいのではないかと思うんですが、こうしたことは対応でき

ないのかなと思うんですが、どうでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  髙橋病院事業管理者。 

○病院事業管理者（髙橋睦夫君）  三好委員の御質問にお答えします。 

 実際、美祢市民の方が山口とか小野田の大きな総合病院に入院するということは、

かなりの方がそうされておる。これは、ひとえに専門の医療を受けるということで、

三好委員も御存じのように、美東病院も市立病院も医師数が減ってまして、専門医

が――外科なら外科、消化器内科とか、ある一定の専門医はいますけど、例えば皮

膚科とか、そういった専門の常勤医はいません。そういった方は、やはり市立病院

以外の病院で入院加療を受けるということになります。 

 それと、市民に市立病院を利用していただくというＰＲですけれども、それは地

域包括ケアとも関係がございまして、市立２病院が地域包括ケアシステムの後方支

援病院っていいますか、そういった立場を今からも――今まで救急なんかでそうい

う立場をとってたんですが、さらに、そういうことをよりはっきり打ち出して、市

民の方に御理解いただくということをやっていきたいなというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（末永義美君）  ほかに質疑のほうはございませんか。髙木副委員長。 

○副委員長（髙木法生君）  ２点ほどお伺いしたいと思います。 
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 さきの一般質問でも申しましたけれども、今度は看護師の確保についてちょっと

お伺いしたいと思います。 

 答弁では、奨学金の貸付制度が功を奏しているなという感じは受けております。 

しかしながら、依然として、常時の看護師の募集をかけておられますよね。そう

いったことで、実際、あと何人、美東病院あるいは市立病院で足りないのか、数が

わかれば。何人おったら充足するのか。 

○委員長（末永義美君）  髙橋病院事業管理者。 

○病院事業管理者（髙橋睦夫君）  病院の評価っていいますか、それで１０対１とか

２０対１とかいうあれがあります、基準がですね。そういう意味では、美東病院は

大体今足りております。市立病院のほうが５人ほど不足しております。 

○委員長（末永義美君）  髙木副委員長。 

○副委員長（髙木法生君）  わかりました。ぜひ、それが叶うように努力していって

いただきたいと思います。 

 それから、先ほど竹岡委員もおっしゃいました。提案説明に文言が書いてありま

すけど、冒頭にも同じような文章、文言が書かれておりまして、また末尾にも書い

てありますけれども、執行部の思いというのが伝わってはきておりますけど、これ

を周知させるというか、職員に。ソフト面大変だろうと思うんですけど、どういう

周知の仕方をされているのか、わかれば。 

○委員長（末永義美君）  髙橋病院事業管理者。 

○病院事業管理者（髙橋睦夫君）  今まで職員には、受診したい市立病院ということ

を、職員にそういう病院になるよう努力してほしいということは常々言ってきまし

た。 

 そういうことも言ってきてるんですが、２９年度、３０年度の大幅な赤字、これ

はもう、幾ら口頭で常々言っとってもなかなか効果が上がらないということで、そ

ういったことプラス、今年度、つい最近、ちょっと前なんですが、美祢市立病院の

ほうが赤字が太いので、市立病院の医師に、なぜこういう赤字が膨らんできたか、

その原因とそれから今後、その赤字を解消していく方法ですね、そういったのは、

医師一人一人がどう考えているかということを文章にして私に提出してくれるよう

に頼んで、既にもう、私の手元に美祢市立病院の全医師の意見を持っております。 

これをもう少しまとめて、医師に、全員同じ共有の考え方を持つということが大
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切だと思うので、医師に報告っていいますか、周知徹底したいというふうに思って

おります。 

 それから、医師以外の職員には、こういった経営状況っていうのを認識してもら

うために、病院の中のインターネット環境、ローカルインターネットですけど、サ

イボウズっていうところで事情を――こういう経営環境、それから努力目標とか、

そういったことをサイボウズに記載して、各自にそれを認識してもらうということ

も近々行いたいというふうに思っております。 

○委員長（末永義美君）  髙木副委員長。 

○副委員長（髙木法生君）  管理者の思いがしっかり伝わるように、よろしくお願い

をしたいと思います。 

 それともう１点、三好委員の質問と重なるかもしれませんけれども、決算書を見

てみますと、入院、外来患者が減少しておるということなんですけれども、美祢市

の患者が全て、市内の開業医を含めて医療機関においでになるということは大変あ

りがたいんですけど、なかなかそうはいかないし、やはり、五、六十％が他の病院

のほうへ出てしまうというような状況であろうと思うんです。 

 ただ、調べてみると、国保でしたら美祢市で数値が読めると思うんですけど、美

東病院あるいは市立病院にどれぐらいの保険給付、療養給付がいっているのか。そ

れを見れば、例えば、美東と秋芳の二つの病院に３０％の患者数がいたら、５％上

げれば、給付費は４０億あれば、４％上げれば１億６，０００万円か――そういっ

た数字にもはね上がってくると思うんですよ。 

そういった目標を持ってやられるというお気持ちがあるかないか、そういったこ

とを、また、調べたことがあるのかちょっと教えてください。 

○委員長（末永義美君）  安村病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（安村芳武君）  御質問にお答えします。 

 実際の患者の動きっていうのが、実のところよくわからないという部分がありま

したので、国保と後期高齢者医療制度、両方ともに調べていきますと、国保は人数

的にはかなり限りがあります。 

病院の一番の患者である７５歳以上の方が８割程度おられるわけですけど、その

方々の動きについて広域連合からデータをいただいて、それを今解析中で、おおむ

ねは出ておりますけど、それによって市外にどの程度行かれているのか。 
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 今までは、例えば６割の方が市内、４割の方が市外ということであったときに、

それが数％動くだけで全然違うというのはもう理解しておりますので、そこのとこ

ろを昔の割合――少なくとも昔の割合に早く戻すといったことっていうのは一つの

目標として掲げられるんじゃないかというふうに思っています。 

それは、まだ院内には明確には示しておりませんけど、そういうデータは随時い

ろんな院内の会議等に出しておりますので、その中で、目標というものを決めてや

っていく一つの指標になるなというふうには考えております。 

○委員長（末永義美君）  髙木副委員長。 

○副委員長（髙木法生君）  ぜひ、頑張って検討してみていただければと思います。 

 やはり病院と患者とは信頼関係にあると思うので、その辺も中心に考えられたら

いかがかなと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（末永義美君）  ほかに質疑ございませんか。岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  このタブレットには、平成３０年度補填財源計算書につきま

してはここに書いておりますし、また今、竹岡委員が資料を配布してくださいとい

うことで修正案があります。 

 こういった中で、引当金繰入１億８００万４，０００円。これは、もうちゃんと

消えておりますし、このタブレットの中の３０年度補てん財源計算書、２２ページ

ですけれども、これにはちゃんとその数字が――引当金繰入がちゃんと消えてなく

なっております。早速、対応をされておるということを感じております。 

 それで、補填財源残高が今まで合わせて、不足する額は退職給付引当金措置で

３億９，５６２万円まで額が上がってますよね。これについても、本来、自由に運

用できない退職給付引当金を続けて補填可能額として自由に運用ができる資金があ

るとの誤解を生む恐れがあるという、こういった指摘もありました。 

この決算において、そういう自由に運用できない資金があるとの誤解を生むよう

な状況であるとわかっておりながら、どうして三、四年間ぐらい、退職給付引当金

として対応されてきたのか、背景はどういったものがあったか、わかれば御答弁を

お願いしたいと思います。 

○委員長（末永義美君）  安村病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（安村芳武君）  病院としては、独立採算で一定の繰入金をい
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ただきながら経営していくということが基本でございます。その中で利益を上げて

いくと。それをもって、資金を用意して継続していくというのが基本であります。 

そのような中で利益が出ずに、一定の患者数――利益を上げるための患者数に届

かず赤字が生じたと。利益剰余金がない中でどのような形で運営していくかってい

ったときに、実際には、通常は自由に運用できないとされている引当金なるものが、

平成２６年度退職給付引当金等引当金も実際に計上するようになりました。 

その中で、引当金については、本来補填財源として利用すべきものではないとい

うふうに言われていることを前提にしてですけど、実際に借り入れ等をするという、

市中銀行から借りる、あるいは、一般会計から借りるといったようなことの前に、

みずからの病院の中での資金を運用して、その中で実際の経営状況を改善しようと

いう、そういったことを前提にして入れさせていただいたということでございます。 

○委員長（末永義美君）  岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  こういった点については、しっかりと病院事業関係者の中で

解決していこうという思いで、こういった対応をされたとは思っております。 

 それはそれでいいんですけど、だけどもう少し、やっぱり市長等の、市執行部の

トップとの話し合いというのをもう少し――実態も当然わかって、市のほうも――

行政のほうもわかっているとは思いますけれども、もう少しその辺については、退

職給付引当金までしなくて補填を入れて補填しなければならないという、こういっ

た状況に陥ってしまったということ時点で、今後とも続く可能性があるわけですよ

ね。だから、そういったところを市のトップとのこの辺の話し合いでどうするかと

いうこと。こういったところの話し合いがあったのかなかったのか、その辺につい

てどうなのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（末永義美君）  髙橋病院事業管理者。 

○病院事業管理者（髙橋睦夫君）  ２年間の大幅な赤字で、結局、退職引当金で補填

しなければならなかったというのは、これは、２９年度は、確かにもう大幅な赤字

で、やむを得ず退職引当金で補填したんですが、３０年度、昨年度ですね、業績が

回復するだろうという、ちょっと甘い見方をしてまして、そういう意味で、２年度

にわたって退職引当金を使用したわけです。これは、身勝手な考え方だったんです

けど、２９年度で引当金の補填は終わるだろうというふうに浅はかに考えておりま

した。 
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 それと今後、退職引当金は補填財源に使用しないとなりますと、赤字の経営を、

いかに赤字幅を少なくしていくかということについて真剣に取り組まなければいけ

ないなと思っております。 

 先ほど、竹岡委員が将来５年にわたっての経営改善の何か方策をということを御

指摘されましたので、その点に関しましても、事業局並びに二つの病院の事務部と

もしっかり話し合って改善計画を立てていきたいというふうに思っております。 

○委員長（末永義美君）  岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  なかなかお答えにくいところ、答えていただきましてありが

とうございます。 

 しっかりと、今後とも今回の決算内容等を踏まえながら、やっぱり病院事業等の

管理責任者等を中心に医療関係はされると思いますけれども、また別な角度から、

市のトップとそういったところの御意見等をしっかりと聞いて、少しでもいい方向

に。議会側も今まで提案は――私も一般質問で少しさせていただきましたけれども、

それがいいかどうか、ちょっとわかりませんけど、そういったところをしっかりと

アンテナ張って医業収益を上げていただきたいなと思っています。 

 私も企業、長年勤めておりまして、やっぱり経営が本当に厳しい状況とかになれ

ば、黒を出していても計上収支等を見て、またかなり売り上げが下がって、経常収

支が下がったら、ボーナスは一気にドーンと下がって、もう１０万単位ぐらい下が

るわけですよね。だから、本当にそういう面で上がったり下がったりとかでありま

して、公立病院ですから、なかなかそういったところのものというのは難しいとこ

ろはあるのかなって思いまして、なかなか固定費なんかも高どまりで、特に公立病

院は進んでるから、医業収益はますます難しくなっているなということは感じてお

ります。 

 そういった面で、今後もう病院管理者等だけではなく、いろいろ――例えば、本

当に公立病院に民間感覚のある、公立病院を立て直してきたという方もいろいろお

聞きしますよね。そういった方を講師として、専従でつけるというわけにもなかな

か経費もかかって難しいでしょうけれども、そういった方を美祢市に極力講師等で

呼んでいただいて、また、看護師等もそういった講演を聞くことによって、医業収

益を上げるための――病院は命を守っていくという、そういった技術は絶対大事で

すけど、それ以外にやっぱり経営しておるもんですから、その経営がいい方向にい
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くように――なるような考え方をしていくような講師を迎えていくことも私は必要

じゃないかと思っておりますので、そういった方を迎え入れて、結構頻繁に迎え入

れて、病院事業改革をさらに進めていくということも私は必要と考えておりますけ

れども、これについてどのようなお考えでしょうか、お尋ねしたい。決算からちょ

っと関連ですけど、よろしく。終わります。 

○委員長（末永義美君）  今のは御答弁を求めますか。 

○委員（岡山 隆君）  それについて、ぜひちょっと対応していただければいいかな

と思っておりますので、答弁いいです。済みません。 

○委員長（末永義美君）  竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君）  先ほどの今の補填財源のこと、ちょっと説明不足だったかと

思います。 

 昨年は、実は監査は認めたんですね、管理部と話し合いの結果。それは、今管理

者が言われたとおり、３１年では取り戻せるだろうという想定のもとにやったんで

すが、一つだけ皆さん方に御理解いただきたいのは、公営企業法の中では、使って

はいけないとは書いてないんです。したがって苦しんだんです、解釈に。 

ここに書いてあるように、すぐ使わない退職給付引当金だから、どうしてもお金

がないときに一借をするよりは、それを有効にしたほうがいいよという感じの文章

は受け取れるんですが、使っちゃいけないとかそういうのが書いてないために、実

は監査も１年かかって苦しんだ結果、やはり、議会にはあからさまな数字をお示し

して、そして、退職給付引当金をどれぐらい使ったのか、それをどういうふうな形

で戻していくのかということにしようというのが、ことしの考え方です。 

 ですから、昨年とことしのちょっと監査のほうも考え方が変わったために、今の

管理部のほうもやむを得ずこういう形になったっていうのは、当初、ちょっと説明

が足らなかったかもしれませんが御理解をいただきたい。 

再度繰り返しますが、公営企業法では使ってはいけないとは書いてないが、好ま

しくもないという表現も両方あって、非常に監査としても苦しんだところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  ほかに質疑のほうはございませんか。安冨委員。 

○委員（安冨法明君）  要求をした資料は出てきて説明がしてあるんですが、基本的
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に、我々には病院の職員の年齢構成がどれぐらいかっていうのはよくわかりません。

だけども、かなり――合併当初、美東病院はよく言われたんですが、構成年齢が高

かったっていうのもあるんですが。高いと退職給与引当金もありますし、給料の件

も――給与の件もあります。当然人件費が高くなる。 

それで今回、こういうふうな形で監査意見書も出てきて、指摘を受けた退職給付

引当金なんですけれども、約４億程度のものを結果的にお財布一つみたいな感じの

扱いで使っちゃったっていうことなんですが、ここに書いてあるような経営努力で

返していければいいと思うんですが。 

この見通しですよね、どういうふうに――我々は職員の年齢構成とかわかりませ

んし、どれぐらいのものが７億、８億程度だったのかな――ぐらいの中で、準備さ

れておったのかっていうのが、もしお答えができればお聞きしたいというふうに思

うんですけれども。 

 結局返せなくって、また一般会計からこの分をっていうふうなことを考えてとか

になるんじゃないかとか。 

○委員長（末永義美君）  髙橋病院事業管理者。 

○病院事業管理者（髙橋睦夫君）  職員の退職金の今からの増加に関してですが、過

去１０年間に、職員の給与ですけれども、年間２, ０００万円ちょっとずつ増加し

ております。１０年間で２億５，０００万円ほどです。 

 退職金は、確かに年齢がどんどんどんどん上がってまいりますので、それなりに

退職金の引き当ても必要になってきますけど、今９億ほど退職引当金がございます

から、それから急に何億もすぐに上がるというわけではございません。そういうふ

うに理解しております。 

 ただ、固定費の人件費の今からの増加に見合う収入っていいますか、要するに、

病院の収支で収入を増やすことが一番の先決ですが、これをいかに増やしていくか

という件に関して、なかなか難しい面もございますけど、これ、もうやらなきゃし

ょうがないという覚悟で取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

 固定費に関しましては、先ほど岡山委員も指摘されましたように、なかなか人件

費を特に抑えるということも難しくて、どちらかというと、入院と外来から収益を

上げるということが一番手っ取り早いということになると思います。 

○委員長（末永義美君）  ほかに質疑のほうはございませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。三好委員。 

○委員（三好睦子君）  賛成の立場で意見を言わせていただきます。 

先ほどからありましたが、病院の経営が赤字になった、困難だという原因は自己

責任でもなく、医療従事者の方たちの自己研さんでも解決できるものではないと思

います。 

国のとった政策――２００４年ですか、国がとった政策、医療費が高くなるので、

それを何とか抑えなければいけないと、どうすれば抑えられるかと。医師――お医

者を少なくすれば抑えられるのではないかと、こういった方針で医師が少なくなっ

ている、医療従事者も少なくなった――です。 

ですから、病院の責任ではないと思いますので、そうしたことで、今度、病院事

業管理者とか医師会で会合があると思いますが、こういった医師を少なくしないよ

うに、こういったことの意見を言う機会があると思いますので、ぜひ言っていただ

きたいと思います。医師を増やすことなどを言っていただきたいと思います。なの

で、事業の決算については賛成いたします。 

○委員長（末永義美君）  今の御意見をもって賛成ですか。 

○委員（三好睦子君）  はい。自己責任や自分たちの研さんでは解決できるものでは

ないと、やっぱり大もとがあると。そこを、しっかりと言っていただいて……（発

言する者あり） 

○委員長（末永義美君）  わかりました。安冨委員。 

○委員（安冨法明君）  今してきた議論が何だったんかなという話に実はなっていま

す。 

結局、資料請求に基づいて、厳しい中にも努力を今後するよと。 

決算の報告の中にも、一つの独立した会計で、これは事業管理者も置いて、髙橋

先生にも頑張ってもらってる理由がそこにあるわけですから、今の三好委員の話で

すと、もう努力も何もっていうふうな話になってきます。 

厳しい中にも経営努力っていうのはされた上で、今一般会計からも８億超えるの

かな、基準内繰り入れがあります。で、さらに、この話が今出てきてるわけですか

ら、私はこの辺を取り違えると大変なことになるというふうに思います。 
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 ただ、この議案に対しては、経営努力をしていただくということを前提に、もう

決算でもありますし、賛成をしたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  賛成の意見ですね。ほかに御意見はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、これより議案第７４号を採決いたします。本案

について、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第７４号は原案の

とおり認定されました。 

次に、議案第７８号美祢市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について

を議題といたします。執行部より説明を求めます。中嶋市民課長。 

○市民課長（中嶋一彦君）  議案第７８号美祢市印鑑の登録及び証明に関する条例の

一部改正について御説明いたします。 

 現在、本市の印鑑登録及び証明事務につきましては、住民基本台帳法施行令に基

づく美祢市印鑑の登録及び証明に関する条例に即し、事務処理を行っているところ

でございますが、このたび、住民基本台帳法施行令等が一部改正されることにより、

印鑑登録証明書へ旧氏が記載されることとなりました。 

 改正の主な内容といたしまして、住民票に旧氏の記載がなされている場合は、印

鑑登録証明書においても同様に旧氏を併記することができるようにすること、また、

「磁気テープ」を「磁気ディスク」に改めるため、美祢市印鑑の登録及び証明に関

する条例の一部を改正するものであります。 

 なお、この条例は、住民基本台帳法施行令等の一部改正の施行日に合わせ、令和

元年１１月５日から施行するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（末永義美君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（末永義美君）  それでは、これより議案第７８号を採決いたします。本案

について、原案のとおり決することに御異議はございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第７８号は原案の

とおり可決されました。 

 引き続き、議案第７９号美祢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の制定についてであります。執行部より説明を求めます。竹内総務課長。 

○総務課長（竹内正夫君）  それでは、議案第７９号美祢市会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の制定について御説明をいたします。 

 このたびの条例制定は、地方自治体が一般事務等を行う非常勤職員、いわゆる臨

時職員ですが――の任用にあたり、専門的知識を有する非常勤特別職としたり、臨

時的任用職員とした上で再度任用が繰り返し行われるなど、本来の制度、法の趣旨

をゆがめた運用の実態があることを踏まえ、今までの臨時職員の職の整理を行うと

ともに、臨時職員の待遇改善が行われるよう地方公務員法及び地方自治法が改正さ

れ、新たに会計年度任用職員が創設されることになったことに伴い、条例を制定す

るものでございます。 

 施行は、令和２年４月１日からにしております。 

 ここで、条例の説明の前に、国の法改正につきまして、会計年度任用職員でござ

いますが、簡単に御説明をさせていただきます。 

 まず、地方公務員法の改正部分で、一つ目は職の整理でございます。 

 非常勤特別職が、助言、調査、診断を任務とする者に限定されたこと、また、投

票管理者、開票管理者等を選挙事務に従事する者に、非常勤特別職が厳格化されま

した。 

 また、一般職の臨時的任用については、常時職員を要する職に欠員が生じた場合

の緊急対応に限られるようになりました。 

そして、新しい一般職非常勤ともいうべき立場、考え方で会計年度任用職員が創

設されたところでございます。 

 次に、地方自治法の改正部分として、待遇面の改善が行われました。同一賃金同

一労働の考え方のもと、職務給の原則、均衡の原則が貫かれ、給与、報酬を常勤職

員に準じ支給することとなります。また、一般職となりますので、服務、分限、懲
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戒について、一般常勤職員と同様の取り扱いとなります。 

 なお、創設される会計年度任用職員の任期は１年となります。 

常勤職員と勤務時間が同じフルタイム、それより短いパートタイムの二つに区分

をされております。 

 以上が主な制度改正の説明となります。 

 続いて、条例の説明をさせていただきます。 

 先ほどの法改正に伴い、職員の――会計年度任用職員ですが、給与、報酬、費用

弁償は条例により定めなければならないと規定されておりますので制定するもので

ございますが、フルタイムのほうは給与として常勤職員に準じ支給することになっ

ており、パートタイムは報酬と費用弁償の支給に期末勤勉手当が追加される形とな

っております。 

 第１章は総則、第２章はフルタイム会計年度任用職員の給与について規定をして

おります。 

 先ほど申しましたとおり、フルタイムは常勤職員と同様に考えますので、常勤職

員に準じた給料表を用い、支給額を規定しております。そのほかの手当についても

常勤職員に準じております。 

 一方、パートタイムのほうについては、フルタイム職員の給料表をもとに報酬額

を規定しており、フルタイムの手当分に相当する分については、一部について報酬

により支給しますが、期末手当につきましては手当として支給をされます。 

 以上が条例の概要説明となります。 

 なお、この給与や報酬の水準の考え方につきましては、総務省から示されており

ます事務処理マニュアルに準拠していることを申し上げまして、私からの説明を終

了いたします。 

○委員長（末永義美君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。

三好委員。 

○委員（三好睦子君）  まず、フルタイムの会計年度職員数をお尋ねします。何人で

何％か。それと、職種が多岐にわたると思いますが、職種について、また男女別に

ついてもお尋ねします。 

○委員長（末永義美君）  竹内総務課長。 

○総務課長（竹内正夫君）  ただいまの質問についてお答えをいたします。 
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 まず、３０年度の決算の数字になりますが、フルタイムにつきましては７７名、

パートタイムについては４７７名の実績がございました。 

 次の職種についてでございますが、職種は幅広くございまして、フルタイムにつ

きましても、一般的な事務の補助から始まりまして、保育士ほかいろいろ、保健師

等々いろいろございますが、さまざまな職種において、パートタイム、フルタイム

についてあります。 

 あと、男女比については、今資料を持ち合わせておりませんのでお答えはできま

せん。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  さまざまな職種っていうことなんですが、先ほどの病院も入

るんでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  竹内総務課長。 

○総務課長（竹内正夫君）  当然、病院で臨時的な職員として雇用される場合は、こ

の規定にのっとるようになります。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  非正規の方の待遇改善が行われるとありましたが、本当に待

遇改善になるのかどうか。 

３条には「給与」とありますが、この給与の中をよく見ますと、変わりはあんま

りないように思うんです。それで、フルタイムと正規職員との、余り変わりはない

んですが、この待遇っていうのはもちろん違うと思うんですが、正規――この中で

同じ仕事を同一賃金――先ほど言われた、同一労働同一賃金という制度と比較――

これに合わせるとどうなるのでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  竹内総務課長。 

○総務課長（竹内正夫君）  ただいまの御質問にお答えいたします。 

 同一労働同一賃金ということで、先ほど、条例の説明の中でも申しましたとおり、

一般職の給料表をそのまま、フルタイムであっても、パートタイムにしても、それ

をもとに給与を決めておりますので、まさに職員と同等、またフルタイムのほうに

つきましては、その他の手当についても、全て一般職の正規の職員に準じて支給す
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るようになりますので、今までの臨時職員の待遇に比べると、かなり上がってくる

ものと考えられます。 

 以上でございます。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  フルタイムとパートの違いなんですが、パートの場合は１時

間――例えば保育士に当てはめたときに、保育士の――ちょっと今わからないでし

ょうかね。保育士が、パートの方は何時間働いておられるかどうかっていうことは

今わからないでしょうね。わかりますでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  竹内総務課長。 

○総務課長（竹内正夫君）  今、資料を持ち合わせておりませんのでわかりません。 

○委員長（末永義美君） 三好委員。 

○委員（三好睦子君）  この中で、男女の差別ももちろんあると思いますが、正規職

員に準ずると言われましたが、給与の中に男女の格差があるかどうかをお尋ねしま

す。 

○委員長（末永義美君）  竹内総務課長。 

○総務課長（竹内正夫君）  ただいまの御質問にお答えいたします。 

 男女の差はございません。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  三好委員、どんどんどんどん御質問の内容が広がっていっ

て、もう少し簡潔に。三好委員。 

○委員（三好睦子君）  会計年度任用になるわけですが、これは、先ほど説明があり

ましたが、１年ということですが、１年でこうして契約が――労働が変わってくる

んですが、このようなことは労働組合と協議をされているのでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  竹内総務課長。 

○総務課長（竹内正夫君）  協議の先がどこか、ちょっと今聞こえなかったのでお答

えが難しいんですが、どこと協議をしたかっていうのを確認させてもらっていいで

しょうか。 

○委員長（末永義美君）  もう一度、三好委員。 

○委員（三好睦子君）  労働時間とかです。（発言する者あり） 

○委員長（末永義美君）  もう一度、三好委員、簡潔に。 
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○委員（三好睦子君）  労働組合があるではないですか。 

○委員長（末永義美君）  竹内総務課長。 

○総務課長（竹内正夫君）  この会計年度任用職員の考え方とか、条例制定の考え方

については労働組合のほうと協議して決めております。 

  以上でございます。 

○委員長（末永義美君）  よろしいですか。三好委員。 

○委員（三好睦子君）  いいです。 

○委員長（末永義美君）  では、そのほか質疑はございませんか。杉山委員。 

○委員（杉山武志君）  先ほど、御説明の中に期末勤勉手当というふうな発言があっ

たと思うんですが、夏季手当、冬季手当等は含まないっていうことでよろしいんで

しょうか。 

○委員長（末永義美君）  竹内総務課長。 

○総務課長（竹内正夫君）  ただいまの御質問にお答えいたしますが、夏季手当、冬

季手当の趣旨がちょっとわかりかねますが、いわゆる６月と１２月に市職員に支給

する期末勤勉手当につきまして、フルタイム、パートタイムについても支給される

ようになります。済みません、期末手当です。期末手当のみです。勤勉手当は訂正

させていただきます。 

○委員長（末永義美君）  杉山委員。 

○委員（杉山武志君）  今、期末手当のことに――１４条になるんですが、そこに、

普段こういう規定、規則でしたら基準日を設けてあると思うんですが、６月１日現

在在職する者とか、１２月１日現在在職する者っていう表現がございません。 

これは、これでよろしいものかどうかという御質問と、それと文面中ですね、

「前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイ

ム会計年度職員として任用された者の」とあります。空白の一日は設けなくていい

のかという御質問。 

それともう１点、６月以上になった場合、ちょっと私も勉強不足なんですけど、

退職手当の対象となる可能性もあると思うんですが、退職手当等がうたわれており

ません。これは対象外として考えてよろしいものかどうか、この３点をお尋ねしま

す。 

○委員長（末永義美君）  竹内総務課長。 
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○総務課長（竹内正夫君）  ただいまの御質問についてお答えしたいと思います。 

 １４条の期末手当のことが多かったと思いますが、まず、期末手当の支給の考え

方でございますが、基準日とおっしゃいましたが、とにかく６カ月を超えて勤務が

なされた場合、対象になるという考えでございまして、その下の２項についても、

会計年度をまたいだ場合でも、引き続き６カ月かつフルタイムの職員として雇用さ

れるという状況があれば、期末手当が支給されるというふうになります。 

 それと、年度をまたいだ１日の空白はこのたびから不要になります。 

 それと、もう１点については、もう一度、御質問内容を確認させていただきたい

と思います。 

○委員長（末永義美君）  退職手当です。 

○総務課長（竹内正夫君）  退職手当については、６月を超えた職員に対して退職手

当の対象となります。 

 以上でございます。 

○委員長（末永義美君）  杉山委員。 

○委員（杉山武志君）  この文中に退職手当の分がございますでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  竹内総務課長。 

○総務課長（竹内正夫君）  退職手当については退職手当条例のほうで対応するとい

うことになりますので、こちらのほうには出てこないという状況になります。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  ほかに質疑のほうはございませんか。岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  今回の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

制定なんですけど、基本的には今説明がありました。臨時職員の処遇対応、今まで

以上によくしていこうという条例であると思っております。 

 それで、今までの臨時職員、今後はパートもあるし、フルタイムの任用職員とし

ての取り扱いになっていって、例えば期末勤勉手当、これらについて今までの臨時

職員、パートまたフルタイムの臨時職員については期末勤勉手当はどの程度あって、

働く年数にもよりますけれども、今後について、給与の比率によってまた上がって

いこうと思いますけれども、その辺について、今までの臨時職員、そして、これか

らフルタイムの任用職員の期末勤勉手当の大体の額というのはどの程度上がってい

くのかどうか、この辺について、まずお尋ねします。 
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○委員長（末永義美君）  竹内総務課長。 

○総務課長（竹内正夫君）  ただいまの御質問についてお答えをいたします。 

 ３１年度ベースで来年度を見込んだ場合、一人当たり、フルタイムの臨時職員で

退職手当が別に約５０万円、年間でですね――程度の待遇面アップというふうにな

ると見込んでおります。（発言する者あり）期末勤勉手当を――１年で退職した場

合ですと１２万４, ０００円程度、現在の臨時職員については期末手当は支給はな

いと。（発言する者あり）そうですね。 

期末手当については、今までは臨時の職員にはございませんでしたが、これから

は、一般職員の率等に準じたものが支給されるというふうになっております。 

以上です。 

○委員長（末永義美君）  岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  非常に、私はこれ、私も国レベルの国会議員については、臨

時職員の期末勤勉手当、実際、臨時職員はありませんでしたから、これは同一労働

同一賃金に関連してみた場合、非常にちょっとおかしいんではないかということは、

私は国会議員にも言ってきました。こういったところを解消していただくように、

もう二、三年前からずっと言ってきましたけど、こういう形である面では、なった

というのはいいんではないかと思ってますし。 

 それで、正規職員と任用職員について、福利厚生関係のところの費用ですね。こ

れについて、年休、この辺についての職員と今までの臨時職員、今後、任用職員に

ついての対応についてはどのようになっているかお尋ねしたいと思います。 

○委員長（末永義美君）  竹内総務課長。 

○総務課長（竹内正夫君）  ただいまの御質問にお答えします。 

 いわゆる福利厚生面につきましても、先ほど申しましたとおり処遇改善が図られ

ておるところでございます。（発言する者あり）フルタイムについてはほぼ職員と

変わらない待遇となります。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  わかりました。今後とも、この条例がちゃんと通っていくと

いうことは、本当に今のフルタイム、また、パートタイム、今の臨時職員の方にと

っては非常に助かる話ではないかと思っておりますので、非常に心から喜んでおる
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ところでございます。 

 また今後、この辺についての何か問題があれば質問していきたいと思いますけれ

ども、とにかくよかったと思っております。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  ほかに質疑は。杉山委員。 

○委員（杉山武志君）  先ほどの１４条のところにかかわるんですけど、基準日です

とかそういったものがありません。 

職員でしたら、６月１日現在とか１２月１日現在という文言があろうと思うんで

すが、任期が６カ月――６月というふうにしかありません。 

 例えば、３月から９月まで雇用された場合、基準日がない場合、その時点で手当

の対象とするものなのか等は記載がないんですけど、これでいかれるおつもりなん

でしょうか、いかがでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  竹内総務課長。 

○総務課長（竹内正夫君）  ただいまの御質問にお答えしたいと思いますが、先ほど

と同様の１４条の期末手当のところの１項めは、６月を超えたら対象になりますよ

と。２項部分が会計年度をまたいで６カ月、例えば、前年度の３月に勤務いたしま

して、その後、次の年はフルタイムで５月以上ですかね――になると、６月になる

と、みなすということで支給の対象になるということでございます。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  杉山委員。 

○委員（杉山武志君）  今、支給対象となると言われたんですけど、その時点で支給

されるもんですか。 

○委員長（末永義美君）  田辺総務部長。 

○総務部長（田辺 剛君）  ただいまの杉山委員の御質問ですが、第１４条の第１項

の１行め初めから「給与条例第２５条から」というふうに記入があると思いますが、

会計年度任用職員については、今回提案しておりますこの条例のほかに一般職員に

適用される条例、これを略して給与条例というふうに呼んでますので、職員に準じ

て取り扱われるということになっております。 

  以上です。 

○委員長（末永義美君）  ほかに質疑のほうはございませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。三好委員。 

○委員（三好睦子君）  私は三つの点について、これに反対いたします。 

 まず、１点目は、非正規職員に対して法的な根拠を与え、非正規雇用を合法化し

て、非正規化を進めることにつながると考えます。 

 二つ目は、１年限定の雇用制度であり、任用期間の限度を最長１年としているこ

とは雇いどめになってしまう可能性もあると思います。 

 そして、３点目は、同一労働同一賃金の均等待遇の流れから見まして、これは後

退していると思います。 

 以上、この三つで反対いたします。 

○委員長（末永義美君）  ほかに御意見のほうはございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、これより議案第７９号を採決いたします。本案

について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

   〔賛成者挙手〕 

○委員長（末永義美君）  挙手多数であります。よって、議案第７９号は原案のとお

り可決されました。 

 これをもちまして休憩に入ります。１３時１５分から再開いたしますのでよろし

くお願いします。 

午後０時１４分休憩 

    ------------------------------------------------------------ 

    午後１時１３分再開 

○委員長（末永義美君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を始めます。 

  次に、議案第８０号美祢市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について

を議題といたします。執行部より説明を求めます。池田地域福祉課長。 

○地域福祉課長（池田正義君）  議案第８０号美祢市災害弔慰金の支給等に関する条

例の一部改正について御説明申し上げます。 

  ただいま通知しました議案をごらんください。 

  これは、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律
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施行令が改正されたことに伴い、美祢市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を

改正するものであります。 

  改正の内容は、償還金の支払い猶予及び支払い猶予の判断をするに当たり、貸し

付けを受けた者またはその保証人の収入及び資産の状況について、報告を求める旨

の規定がそれぞれ設けられたことによる文言の修正並びに適用条項にずれが生じた

ことから所要の改正を行うものであります。 

  なお、現在のところ、本条例に基づき償還を行っておられる方は１名であります。 

  これは、公布の日から施行するものであります。 

  説明は以上です。 

○委員長（末永義美君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり）〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、これより議案第８０号を採決いたします。本案

について、原案のとおり決することに御異議はございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり）〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第８０号は原案の

とおり可決されました。 

  続きまして、議案第８１号美祢市保育所の設置及び管理に関する条例及び美祢市

子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例の一部改正につい

てを議題といたします。執行部より説明を求めます。池田地域福祉課長。 

○地域福祉課長（池田正義君）  議案第８１号美祢市保育所の設置及び管理に関する

条例及び美祢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例の

一部改正について御説明申し上げます。 

  ただいま通知しました議案をごらんください。 

  これは、１０月から消費税の引き上げに際して、幼児教育・保育の無償化が行わ

れることになり、子ども・子育て支援法の一部が改正されたことに伴い、美祢市保

育所の設置及び管理に関する条例及び美祢市子どものための教育・保育給付に係る

利用者負担額を定める条例の一部を改正するものであります。 
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  改正の内容は、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する際に認定を受ける必

要がありますが、この認定及び認定に関連する事項の文言について、「支給認定」

から「教育・保育給付認定」に名称変更がなされたことから所要の改正を行うもの

であります。 

  これは、令和元年１０月１日から施行するものであります。 

  説明は以上です。 

○委員長（末永義美君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、これより議案第８１号を採決いたします。本案

について、原案のとおり決することに御異議はございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第８１号は原案の

とおり可決されました。 

  引き続き、議案第８２号美祢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。執行部より

説明を求めます。池田地域福祉課長。 

○地域福祉課長（池田正義君）  議案第８２号美祢市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げ

ます。 

  ただいま通知しました議案をごらんください。 

  これは、議案第８１号と同様に幼児教育・保育の無償化実施のため、特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部が改正されたことに伴

い、美祢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正するものであります。 

  改正の主な内容を３点申し上げますと、１点目が、議案第８１号と同様に保育所

施設等の利用に関する認定等の文言について、「支給認定」から「教育・保育給付

認定」の名称変更がなされるものであります。 
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  ２点目は、このたびの無償化は食材費以外の部分が無償化になるものであり、こ

れまで保育料に含まれていたおかずやおやつの費用である副食費は、保護者から徴

収することになります。 

  これまでも保育料が無償である生活保護世帯やひとり親世帯等の副食費は引き続

き免除されますが、このたびの改正では、これらの世帯に加えて、年収３６０万円

未満相当の世帯の全ての子ども及び年収３６０万円以上相当世帯では、国が定める

基準の子どもが同一世帯に３人以上いる場合には、第３子以降の副食費を免除する

規定が設けられたものであります。 

  なお、副食費の設定については、国の指導により、市が統一的な取り扱いをする

ことはできないとされており、公立保育所はもとより、私立保育所や保育認定に係

る認定こども園分も、これまでの給食に要した費用を勘定し、国が目安として定め

た公定価格の月額４，５００円にするとされたところであります。 

  改正の３点目は、認可外保育施設等を利用する場合であっても、無償化に係る認

定を受けた施設であれば、国が定める額までの利用料を無償化するものであります。 

  これは、令和元年１０月１日から施行するものであります。 

  説明は以上です。 

○委員長（末永義美君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。

山中委員。 

○委員（山中佳子君）  国が定めた４，５００円という金額ですが、これは何日分、

１日何円の計算になってるんでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  池田地域福祉課長。 

○地域福祉課長（池田正義君）  山中委員の御質問にお答えします。 

  これは、おおむね２３日で４，５００円というふうな形でございます。平日も含

めて、土曜日もこの金額ということにはなります。 

○委員長（末永義美君）  山中委員。 

○委員（山中佳子君）  私立保育園の場合、土曜日は希望者のみが今行ってると思う

んですけれども、その辺のところはどうなるんでしょうか。行かない人も一律４，

５００円ということなんでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  池田地域福祉課長。 

○地域福祉課長（池田正義君）  山中委員の御質問にお答えします。 
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  国が示した副食費は、月額を基本とするというふうにされております。 

  副食費の設定につきましては、先ほど申しましたとおり、各園でのこれまでの状

況をもとに勘定するというふうにされております。 

  園長会議、公立保育園も含めて、私立の保育園などの園長会議におきまして、そ

の日割をどういうふうに取り扱うかというふうな協議がなされたところ、今のとこ

ろとしましては、月途中などの入退所、あと施設側の都合、あるいはインフルエン

ザ等の感染の病気による出席停止を想定して日割り計算を行うというふうにされて

おりますので、土曜日につきましては、今のところ日割りの対象にはされてないと

いうことになっております。 

 以上です。 

○委員長（末永義美君）  ほかに質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり）〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり）〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、これより議案第８２号を採決いたします。本案

について、原案のとおり決することに御異議はございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり）〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第８２号は原案の

とおり可決されました。 

  次に、議案第８３号美祢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正についてを議題といたします。執行部より説明を求めます。池田

地域福祉課長。 

○地域福祉課長（池田正義君）  議案第８３号美祢市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。 

  ただいま通知しました議案をごらんください。 

  これは、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が

公布されたことに伴い、美祢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正するものであります。 

  改正の主な内容を２点申し上げますと、１点目が２歳児までの保育を行う家庭的



－ 52 － 

 

保育事業者において、３歳児になった児童を保育所、幼稚園及び認定こども園に速

やかに移行するための連携協力を行う保育所等を確保すべき期限、及び家庭的保育

者の居宅以外で保育を提供している場合に、自園での調理室設備を整える期限がそ

れぞれ令和２年３月３１日までと定められているところであります。 

  しかし、進捗率が低いことから、このたびの改正で令和７年３月３１日まで５年

間延長するものであります。 

  ２点目は、職員の病気等による代替保育あるいは卒園後の受け皿として、家庭的

保育事業者等が確保すべき連携施設において、条文に記載されている条件を満たす

場合に限り確保施設の緩和を行うものが設けられたものであります。 

  なお、美祢市内においては、このたびの開通に該当施設は現在のところございま

せん。 

  これは、公布の日から施行するものであります。 

  説明は以上です。 

○委員長（末永義美君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、これより議案第８３号を採決いたします。本案

について、原案のとおり決することに御異議はございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第８３号は原案の

とおり可決されました。 

  次に、議案第８４号美祢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正についてを議題といたします。執行部より説明を求めます。

池田地域福祉課長。 

○地域福祉課長（池田正義君）  議案第８４号美祢市放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。 

  ただいま通知しました議案をごらんください。 

  これは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部が改正され



－ 53 － 

 

たことに伴い、美祢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正するものであります。 

  改正の内容は、放課後児童支援員は都道府県知事が行う研修を修了した者とされ

ていましたが、指定都市の長が行う研修も支援員として扱うことができることにな

ったため、その旨を追加したものであります。 

  これは、公布の日から施行するものであります。 

  説明は以上です。 

○委員長（末永義美君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。

三好委員。 

○委員（三好睦子君）  この場合の待遇っていうのは変わるんでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  池田地域福祉課長。 

○地域福祉課長（池田正義君）  三好委員の質問にお答えします。 

  この研修を修了したことで、直ちに賃金の上乗せとかいうことがあるわけではご

ざいません。 

  以上です。 

○委員長（末永義美君）  ほかに質疑のほうはございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、これより議案第８４号を採決いたします。本案

について、原案のとおり決することに御異議はございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第８４号は原案の

とおり可決されました。 

  続きまして、議案第８６号美祢市給水条例の一部改正についてを議題といたしま

す。執行部より説明を求めます。岡崎管理業務課長。 

○管理業務課長（岡崎輝義君）  議案第８６号美祢市給水条例の一部改正について御

説明をいたします。 

  １ページ目は議案、２ページ目からは新旧対照表でございます。 
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  これは、水道法及び水道法施行令が改正されたことに伴い、美祢市給水条例の一

部を改正するものであります。 

  改正の内容は、まず、水道法の改正により、指定給水装置工事事業者の指定につ

いて５年間の更新制の導入に伴い、更新手数料が山口県下統一の１万円となること

によりまして改正をするものであります。 

  次に、水道法施行令の改正により、同法令を引用している条項が繰り下がったこ

とに伴い改正をするものであります。 

  この条例は、同法令の施行年月日と同じ令和元年１０月１日から施行するもので

あります。 

  以上で説明を終わります。 

○委員長（末永義美君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。

三好委員。 

○委員（三好睦子君） （４）の件ですが、今までは更新手数料っていうのはなかっ

たように――今まではあったんでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  岡崎管理業務課長。 

○管理業務課長（岡崎輝義君）  今までは、給水工事事業者に関しましては、１回の

登録だけで終わっていたところなんですが、このたびの水道法の改正によりまして、

更新を５年間――５年ごとに更新するというふうな定めが決まりましたので、この

たびから更新の手数料をいただくようにしているものでございます。 

  以上です。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  そしたら、業者の方は５年ごとに更新するたびに、この１万

円を払うということなんですね。 

○委員長（末永義美君）  岡崎管理業務課長。 

○管理業務課長（岡崎輝義君）  おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  今までですが、こういった３０号に関連しますけど――

３０条、手数料に関連しますけど、手数料、第３０条なんですけど、申込者から申

し込みの際は云々とありますけど、今まで設計をしたり、水道――メーターから家

のほうに引き込む時に、図面とか設計図とかは業者の方は出さなければいけなかっ
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たんでしょうか、出さなくてもよかったんでしょうか。水道課へ提出をされていた

のかどうかお尋ねします。 

○委員長（末永義美君）  岡崎管理業務課長。 

○管理業務課長（岡崎輝義君）  ただいまの御質問にお答えします。 

  今までも、そういった図面等が出されて施設課のほうで審査をしております。 

  以上です。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  それって、１回の手数料はどのぐらいかということと、検査

手数料も入っていたのでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  もし、すぐに御答弁できなければ、またのちほどでもいい

んですけども。細かいことですから。白井上下水道局長。 

○上下水道局長（白井栄次君）  御手間を取りまして申しわけございません。 

検査手数料につきましては、のちほど調査いたしまして御報告をさせていただ 

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  よろしくお願いします。 

  それと、今までは登録料を払っていたけど、今のような更新手数料はなかったと

いうことですが、登録料はいくらかって聞いてもあれですね。 

それはいいですが、この給水装置工事指定、工事者の中に、先ほど午前中に聞い

たんですが、市内の業者でやっておられるということなんですが、その中で下請

業者とかが、市外の方が入っているということはあるんでしょうか。 

○委員長（末永義美君）  岡崎管理業務課長。 

○管理業務課長（岡崎輝義君）  ただいまの御質問にお答えします。 

  今現在なんですが、給水装置工事事業者は、美祢市としては１３９事業者が登録

されてます。そのうち市内が３２業者、あと市外が１０７業者となっています。そ

れぞれが給水装置の工事を行う際には図面等を出されて工事をされています。 

  以上です。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  １００％図面とかが出ているということですね。 

  ちょっと私がある方から聞きまして、メーターから手前、家のほうに水道の管が
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あって、それを分けたいっていうのが――分けるのを、何とか用語で言うんですけ

ど、分けたいっていうことでしたけど、設計図がないということで、どこに配水管

――管が通っているかわからないっていうことなんですが、そういうことが――と

いうことは、図面が１００％出ていればそういうことはないっていうことですね。 

○委員長（末永義美君）  岡田上下水道局次長。 

○上下水道局次長（岡田健二君）  三好委員の御質問にお答えします。 

  図面等につきましては申請時にお出しいただくようにしておりますけども、申請

をされて年数がたったときに若干手を加えられるとか、その辺があろうかと思いま

す。 

  ですので、１００％、絶対間違いない図面かと言われると、その後、若干変更さ

れた部分につきましては、こちらのほうに届け出が出ておりませんので、基本的に

はいただきたいんですけども、結構届け出が出てない場合がございますので、完璧

に一致するかといえば一致しない場合もございます。 

  以上です。 

○委員長（末永義美君）  ほかに質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、これより議案第８６号を採決いたします。本案

について、原案のとおり決することに御異議はございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第８６号は原案の

とおり可決されました。 

  次に、議案第８７号美祢市病院等事業使用料手数料条例の一部改正についてを議

題といたします。執行部より説明を求めます。安村病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（安村芳武君）  美祢市病院等事業使用料手数料条例の一部改

正について御説明します。 

  この条例改正は、消費税が上がることに伴い上げるものであります。全国的に統

一した一定の基準がありまして、それにのっとっております。この表に書いてあり
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ますとおりです。 

以上です。 

○委員長（末永義美君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、これより議案第８７号を採決いたします。本案

について、原案のとおり決することに御異議はございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第８７号は原案の

とおり可決されました。 

  続きまして、議案第８８号美祢市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する

条例の一部改正についてを議題といたします。執行部より説明を求めます。有吉消

防次長。 

○消防次長（有吉武士君）  それでは、議案第８８号美祢市消防団員の定員、任免、

給与、服務等に関する条例の一部改正について御説明をさせていただきます。 

  平成２８年５月に成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され、成年被後

見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されない

よう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度については検討を加

え、必要な見直しを行うことなどが定められました。 

  また、成年後見人制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後

見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法

律が本年６月１４日に公布され、同法の中で、地方公務員法の一部が改正をされま

した。 

これを踏まえ、美祢市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部 

を改正するものです。 

  改正の内容として、成年被後見人等は消防団員となることができないとする規定

を削除し、その他所要の規定を整備するものです。 

  最後に、附則において、この条例は公布の日から施行するとしております。 
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  説明は以上です。 

○委員長（末永義美君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、これより議案第８８号を採決いたします。本案

について、原案のとおり決することに御異議はございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第８８号は原案の

とおり可決されました。 

  続きまして、議案第７６号令和元年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）を議題といたします。執行部より説明を求めます。古屋高齢福祉課長。 

○高齢福祉課長（古屋壮之君）  それでは、議案第７６号令和元年度美祢市介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）について御説明いたします。 

  補正予算書の１ページをごらんいただければと思います。 

  このたびの補正につきましては、平成３０年度の決算見込みの結果、発生します

繰越金の基金への積み立てなどや、また、３０年度における事業の精算の結果、超

過交付となりました過年度国庫――国・県補助金等の返還に伴い、既定予算の歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億１，４８２万３，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３５億５，４９０万５，０００円とするもので

ございます。 

  まず、歳出について御説明いたします。 

  １０ページ、１１ページ、一番最後になると思いますが、そちらのページをごら

んいただければと思います。 

  まず、歳出についてですけれども、４款基金積立金・１項基金積立金・１目介護

給付費準備基金積立金でございます。 

  説明欄００１介護給付費準備基金積立金といたしまして、５，８１３万５，

０００円を追加しております。 

  これは、平成３０年度の歳入歳出予算差し引き残額見込みから、国や県等への償
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還金等の調整の結果、見込まれる残額を基金に積み立てる予定のものでございます。 

次に、５款諸支出金・１項償還金及び還付加算金・２目償還金でございます。 

  説明欄００１国庫支出金等精算償還金として、５，６６８万８，０００円を追加

しております。 

  これは、平成３０年度の介護保険事業の精算の結果、介護給付費等において超過

交付されました補助金等を国や県等へ返還するものでございます。 

  続きまして、歳入についてですけど、１ページお戻りいただきまして、８ページ、

９ページをごらんいただければと思います。 

  ４款支払基金交付金・１項支払基金交付金・２目地域支援事業支援交付金であり

ます。 

  こちらについては、事業の精算の結果としまして、過年度分として３６万１，

０００円を追加しておるものでございます。 

  次に、８款繰越金・１項繰越金・１目繰越金でございます。 

  これは、３０年度の決算見込みの結果等から、前年度繰越金として１億１，

４４６万２，０００円を追加しております。 

  これは、冒頭申し上げましたとおり、前年度事業の精算見込みに基づく繰越金の

調整でございます。 

  説明につきましては以上でございます。 

○委員長（末永義美君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。

竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君）  直接、補正についてどうっていうんじゃないんですが、関連

してちょっとお尋ねしたいんですけど、地域包括支援センターの利用状況といいま

すか……。これ、ある介護をされてる方からの御相談だったんですが、実は、家庭

で在宅介護をされておられるのはいいんですが、非常に外出する時間がないという

ことで、どこに相談に行ったらいいのか。 

それから心のケアといいますかね、介護される方の心のケアの取り組みについて、

ちょっとわかる範囲でいいんですが、お尋ねをしたいと思います。 

○委員長（末永義美君）  古屋高齢福祉課長。 

○高齢福祉課長（古屋壮之君）  竹岡委員の御質問にお答えしたいと思います。 

  まずもって、今美祢市内に地域包括支援センターを２カ所運営しております。
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１カ所は、主に美祢地域、旧美祢地域を担当しておりますけれども、本庁内に直営

で地域包括支援センターを持っております。 

  また、美東・秋芳地域を美祢東地区と位置づけまして、美祢東地域支援センター

を、こちらのほうは委託にはなりますけれども、青景のサテライト秋芳の里だった

と思いますけれども、そちらに事務所を構えて、今事業運営をしていただいており

ます。 

  まず、高齢者の方の外出支援はもとより、いろいろな介護サービス、また、生活

支援等の御相談につきましては、そちらの直営のセンターまたは委託のセンターに、

それこそ御遠慮なく、電話でも構いませんので御相談いただければというふうに考

えます。 

  また、特に家庭で介護をなさっておられる家族介護者の支援についてですけれど

も、こちらにつきましては、今、介護保険事業特会の中で、任意事業という形には

なりますけれども、家族介護支援事業、家族介護教室の開催を各施設と協力して支

援・実施を行っております。 

  今、手元には３０年度の実施状況を持っておりますけれども、市内の特養３カ所、

それとあと、グリーンヒル美祢の計４カ所において、延べ２３回の開催を行ってお

ります。その開催に対して、延べ参加者の方は３７５名の参加をいただいておりま

すので、いろいろとこちらのほうも広報等活動ないし事業開催の御案内をさせてい

ただいておりますので、そちらのほうも、なかなかおわかりにならないっていうふ

うな事情がございましたら、包括支援センターのほうにでも一報いただければと思

うところでございます。 

  以上です。 

○委員長（末永義美君）  竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君）  そうしますと、電話対応でも十分やれるということですか。 

年を召されてる方なんで、病院に行ったら、これはまた違うあれが出てると。ま 

た、次の専門の病院に行きなさいと書いて逆に振り回されることも多いし。 

それから、先ほど申し上げたように、その方は御二方みられているような感じが

するんで、結局、家から出て行く時間が非常に少ない、限られている。したがって、

情報もちょっと私は少ないんだというふうに思っています。 

したがって、そういう方々に当然心のケアも必要ですが、ぜひ気軽に相談できる
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ような、情報を提供してあげていただきたい。 

  せっかくつくってても相談に来ることもできないから、だから気軽に相談をし、

あるいは専門家がついておられると思いますので、ケアマネか誰でもいいですから、

行かせるとかしながら、その辺の対応をもう少し、せっかくやっておられる方が、

十分周知――情報を受けて進めていかれるような体制づくりをぜひお願いをしたい

ということで質問を終わります。 

○委員長（末永義美君）  質疑のほうはございませんか。岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  今の竹岡委員の関連なんですけど、非常にちょっと、結構大

切な質問であったと思っております。 

  今、執行部から説明がありましたけれども、いろいろ特養とか、また共楽荘とか、

そういった施設に入所されてる方っていうのは、結構いろんな介護が必要な、そう

いった施設に入所されてる方ですよね。 

そうした、施設ごとで外に出たりとか、いろいろそういった対応されておられて、 

そこそこストレスとかたまらないような形での対応はされていると思っております。 

  今の件は、問題は在宅で介護されている方、そういった本人、こういった方が、

例えば、車椅子で不自由してるけれども本人が選挙に行きたい、投票に行きたいと、

こういった要望があったとき。または、買い物に行きたい、そういう在宅の方がそ

のように要望があったときに、ケアマネさんとか、そういった個人のところの施設

が、そういった介護の方をいろんな支援をしていかないといけんと思いますけれど

も。  

その辺についての対応というものが、在宅介護の方に関してそういった要望があ 

ったときに、施設でない在宅の方に対して、その辺が、ほどほどそういった対応は

されているかどうか。この辺について、どうなのかなということをちょっとお尋ね

したいと思います。 

○委員長（末永義美君）  古屋高齢福祉課長。 

○高齢福祉課長（古屋壮之君）  岡山委員の御質問にお答えしたいと思います。 

  一応、まず、今地域包括支援センターが２カ所動いております。 

  まず、一般的な考え方で申し上げますと、本当に介護が必要な方、在宅であれ、

施設であれ、必要な方であれば、まず介護認定を取っていただくっていうことから

スタートをするわけですけれども、明らかにそういう状況であるかどうか。そんな
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に、日常生活でもそこまでの苦労はしてないんですけれども、ちょっと不便なとこ

ろがあるっていうような方々も多いと思います。 

  ですから、先ほど竹岡委員のときにも若干申し上げましたけれども、まず、そこ

の段階で、末永く在宅、御自宅のほうで生活していただくために、ちょっとでも不

便なところがあれば、地域支援センターのほうに１回電話で御相談いただくことも

可能だろうと思いますし、もし必要であれば、センターの職員が訪問するっていう

こともありますので、そういう御相談をまずいただければと思います。 

  その上で介護認定、要支援１から始まりますけれども、そういった介護認定につ

ないでいただければ、そこで初めてケアマネージャーというところがその方につき

ます。そのケアマネージャーと利用者の方の間で必要な、在宅で生活していく上で

必要なサービスというのを詰めていくことになろうかと思いますので、まず取っか

かりのスタートとしまして、地域支援センターのほうを、ぜひ御活用いただければ

というふうに今考えております。 

  以上です。 

○委員長（末永義美君）  岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  わからんことはないんですけど、要支援１とかいったら、デ

イサービス１週間に１回程度ですか、行って、いろいろケアはします。 

  問題は、要介護１、２とかそういったときになって、３ぐらいになった時に――

３ぐらいになった時は施設に入る可能性もあるけど、それでも在宅っていう方が―

―いいという方も結構おられますので、そういった方々の要望として、買い物支援

とか外に出て行きたいって言ったときに、なかなか、それぞれ各個人の施設が車に

乗せて行って、それをお聞きして、買い物支援がちゃんとニーズによってできるか

どうか。 

  もし、その際に、事故――車椅子で乗せて行くと思うんですけど、そういったと

きに事故が起こったりしてはいけないからということで、なかなか、そういう対応

ができないことが結構あるんじゃないかと思うんですよね。 

  その辺で、なかなか外に出ていくことがケアされない。食事を、行ってから訪問

してつくったりとか、身の回りの掃除とか、そういったことはされるけど、本人の

要望で出て行きたいと言った時の対応がどうなんかなということで、ちょっと今説

明がよく見えなかったんですけど、そういった場合にケアマネジャーさんとか、そ
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れぞれの施設の方が乗せて行けることができるのかどうか、その辺をもうちょっと

明確にしてください。 

○委員長（末永義美君）  古屋高齢福祉課長。 

○高齢福祉課長（古屋壮之君）  御質問にお答えしたいと思います。 

  まずもって、在宅で生活されている方につきましては、要介護認定を持っておら

れれば、居宅系の介護事業者の方がつかれると思います。 

  ですから、デイサービスであれば、受け入れ施設の送迎車両を使って車椅子対応

もされているかと思いますし、あと、在宅経営の場合の居宅介護事業者のほうが、

そういった車椅子対応の外出支援用の車両を持っているかどうかっていうのは今ち

ょっと手元にはございませんけれども、今のところはそこまで、そういったところ

の不便を感じているっていうところはちょっと耳にはしておりません。 

しかしながら、そういった御希望ないし、御要望があるっていうことも踏まえま 

すと、一応、今第７期の介護保険事業計画も２年目に入って、もう半年も過ぎてお

ります。また、今から第８期の事業計画策定に向けてサービス量の調査等も行って

いきますので、そういったところの利用希望、または要望等もしっかり聞き取りな

がら、いろいろ補えてない点があれば、また、そういった事業者の募集もしないと

いけないと思いますし、また、今後いろいろと、そういったサービス需要を把握す

る中で検討させていただければというふうに考えております 

  以上です。 

○委員長（末永義美君）  岡山委員。 

○委員（岡山 隆君）  わかりました。そういった介護を受けられてる方というのは、

なかなか外に出て買い物をしたいとか、例えば、車椅子でも選挙に行きたいとか、

いろいろあっても、日ごろからいろいろお世話になって申しわけないなっていう思

いを結構持っておられる方が多いんですよね。 

  だから、そういったことがあっても、なかなか声を出されないというか、申しわ

けないというところが、非常に私がいろいろ今までの経験から見て、声を発する方

がちょっと少ないかなと思っておりますので、なかなか遠慮して言われないという、

そういったところのものもあるということを認識して、今後対応していっていただ

きたいということをお願い申し上げます。 

  以上です。 
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○委員長（末永義美君）  ほかに質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、これより議案第７６号を採決いたします。本案

について、原案のとおり決することに御異議はございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第７６号は原案の

とおり可決されました。 

  続きまして、議案第７７号令和元年度美祢市病院等事業会計補正予算（第１号）

を議題といたします。執行部より説明を求めます。安村病院事業局管理部長。 

○病院事業局管理部長（安村芳武君）  それでは説明させていただきます。 

  議案第７７号令和元年度美祢市病院等事業会計補正予算（第１号）について御説

明させていただきます。 

  今回の補正の内容につきましては、病院事業局における人事異動に伴う人件費に

係る支出を増額するとともに、これに充てる財源の増額を行うものであります。 

  まず、収益的収入及び支出の予定額におきまして、収入では病院医業外収益を

２６９万４，０００円増額し、収入総額を４１億８，７６６万円とするものであり

ます。 

  一方、支出では病院経営改革事業費用を２６９万４，０００円増額し、支出総額

を４１億１，４６３万９，０００円とするものであります。 

  なお、病院医業外収益の増額分２６９万４，０００円につきましては、一般会計

繰入金を充用するものであります。 

  次に、予算第４条に定めておりました資本的収入におきまして、一般会計からの

出資金の増額を行うものであります。 

  監査意見書においても、健全な事業経営のためにも財源確保を検討されたいと指

摘されているところから、市へ財政支援を要望したところ、病院事業の財政的基礎

を健全にするため１億円の出資金を認めていただいたところです。 

  資本的収入の予定額において、病院事業資本的収入に、新たに第３項出資金を加
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え１億円増額し、収入総額４億８，４５７万５，０００円とするものであります。  

１億円の根拠については、先ほどお配りしたペーパーの２の項目に記載しており 

ます。読ませていただきます。 

  資本的収支Ｇ欄は、通常マイナスとなる。資本的支出の大部分が起債元金償還金

であり、それに対する繰入金は半分であるということから、通常はマイナスとなり

ます。 

  健全な範囲の運営であれば、Ｇ欄のマイナス、これは３枚目の２４ページと書い

てあるペーパーですが、附属ペーパーですが、このＧ欄のマイナスをＤ欄の補填可

能額で補って運営しております。 

  補てん財源計算書、この修正案３枚目のペーパーによれば、既に補填残高はマイ

ナスとなっていますが、資本的収支を均衡させることによって、マイナスの拡大を

食いとめたい。この場合、現時点での資本的収支の差引補填額（Ｇ欄）のマイナス

は９，８６６万４，０００円であるので、１億円の出資金であれば、Ｇ欄の収支が

均衡すると。 

  緊急的支援でありますけど、この期間に純損失の額を圧縮したい、健全な範囲の

運営に持っていきたいというふうに考えております。 

  ２４ページの表の見方でありますが、左右の補正前、補正後はそれぞれ予算レベ

ルの話でございまして、この左側は３０年度決算見込みの数字をもとにしておりま

して、この数字自体は補正前と補正後できっちりかみ合うものではありませんが、

この内容のところで、補正後の話なんですが、繰越勘定留保資金、これを先ほど御

説明しましたように、補填財源に充当しない額としての退職手当引当金をマイナス

表示しましたので、こういった形。 

  資本的収入支出の部分については、今回１億入れていただいて、差し引き補填額

をプラスということにして、プラスで補填残高をマイナス２億１,８１２万２，

０００円という形で整理をしております。 

  以上です。 

○委員長（末永義美君）  説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はご

ざいませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  それでは、これより議案第７７号を採決いたします。本案

について、原案のとおり決することに御異議はございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（末永義美君）  全員異議なしと認めます。よって、議案第７７号は原案の

とおり可決されました。 

  以上をもちまして、本委員会に付託されました議案１６件につきましての審査を

終了いたしました。 

  そのほか委員の皆様から、何かございましたら御発言をお願いいたします。竹岡

委員。 

○委員（竹岡昌治君）  本会議場でも問題になったと思うんですが、芸術村のことな

んですね。本来なら教育経済委員会の所管であろうと思うんですが、芸術村に職員

２名派遣しておりますので、総務部のほうから出てるんじゃないかなということで

関連としてお尋ねをしたいんですね。 

  まず、一般質問で、今回、議会で芸術村のことについては、各委員さんからいろ

いろ質問がありまして、市長の答弁もありました。 

しかしながら、芸術村が一体どの程度の――仮にですよ、受けたとしたら経費 

がかかるのかっていうのは、漠然とした２億数千万だとかっていうような話は出て

るんです。そして、市長の答弁の中に、もし議会が受けろというならっていうよう

な発言もありました。 

  そこで、これはどこで、どういうふうにやったらいいのかよくわかりませんが、

もっと市民の皆さんにわかるように、芸術村に、現在どういう経費がかかっている

のか。 

それからもう一つ、秋吉台にあります青少年の家ですか、あれがどんな状態なの 

か。 

それからエコ・ミュージアム、これもどういう状態なのかっていうのは全くわか

らんままに、市民の皆さんもわかってないだろうし、我々も詳しいことはわからん

ままに、そのままになってると。 

  こういうことで、どこかで執行部からお示しいただきたいのは、年間どういう経

費がかかって、どのような状態なのかっていうのは、何らかの形で議会も議論がで
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きるような資料を出していただくことは、やっぱり不可能なんですかね。 

  例えば、指定管理者制度、芸術村が指定管理者制度だから、受けてる指定管理者

の美祢市が２千数百万円の管理指定料のことだけと。それから、職員が２名派遣さ

れているということだけの情報はわかるんですが、全体的な――きらめき財団です

か、受けておられる全体は全く見えない。それから青少年の家も見えない、それか

らエコ・ミュージアムもわからないと。 

  わからないばっかりじゃちょっと困るんで、その辺の資料提供はしていただける

ものなのかどうか、ちょっと執行部のほうにお尋ねをしたいと思うんですね。 

○委員長（末永義美君）  波佐間副市長。 

○副市長（波佐間 敏君）  ただいまの竹岡委員の御質問ですけれど、秋吉台国際芸

術村、それから秋吉台青少年自然の家、ビジターセンターであるエコ・ミュージア

ム、それぞれのまずは経費の概要といいますか、そういうものについては、県のほ

うから資料を受けまして、議員の皆様にもお示しはできるというふうには考えてお

ります。 

  どの場で御提供っていうことは、ちょっと議会のほうにお任せいたしたいと思い

ます。 

○委員長（末永義美君）  竹岡委員 

○委員（竹岡昌治君）  県のほうの資料もさることながら、市の職員が２名行ってお

りますよね。その辺の経費も含めてお願いしたいと思います。 

○委員長（末永義美君）  波佐間副市長。 

○副市長（波佐間 敏君）  ざっくりと、いわゆる指定管理料については、こちらも

把握している部分があるんですけど、その他きらめき財団とかですね、青少年自然

の家であれば人づくり財団のほうなんですけど、そういう部分で、独自に財団のほ

うで、別途どういう事業概要があるかっていうことも含めて、また再調査してお示

しできればと考えております。 

○委員長（末永義美君）  ほかに何か御発言がございましたら。岡崎管理業務課長。 

○管理業務課長（岡崎輝義君） 済みません。先ほど三好委員のほうから、議案第

８６号におきまして、検査手数料等が幾らかという御質問がありましたので、今お

答えしたいと思います。 

  工事の設計審査が、まず、１件につき２５０円となってます。それと、完成後の
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工事の検査が１回につき総工事費の３％を徴収いたしております。 

  以上です。 

○委員長（末永義美君）  三好委員。 

○委員（三好睦子君）  先ほど３２件ですかね、１３９件の事業――業者――事業が

３２件は市外とか聞きましたが、この手数料の免除とかいう制度はあるんですか。

全員もう入って――その手数料は――納入状況をお尋ねします、手数料の。 

○委員長（末永義美君）  岡崎管理業務課長。 

○管理業務課長（岡崎輝義君）  市内、市外にかかわらず一律で徴収しております。 

  以上です。 

○委員長（末永義美君）  よろしいですか。 

では、いま一度改めまして、これにて本委員会を閉会いたします。長い時間と御

審査、御協力、まことにありがとうございました。お疲れ様でした。 

午後２時１５分閉会 

    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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